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薬系技官とは
医薬品や食品、化学物質など「モノ」が人体に与える影響に着目した、国民の暮らしや健康保持・増進に関す
る制度作りの他、安全な医療を届けるための仕組み作りの中心となって活躍する技術系行政官のことです。

行政官には色々な人の声に耳を傾け、政策を実行する
能力が必要です。 薬系技官はこのようなスキルに加え
て、理系の基礎知識や「科学的にデータを評価し論理的
に考える能力等の専門性」を武器に仕事を進めます。

薬系技官の武器は
分野の専門性と行政スキルです

政策立案から実施に至る
プロセスすべてに関わります

薬系技官はすべての過程に関与します。円滑で適切な問
題解決ができるように、わかりやすい資料を作成し、関
係者と意見交換していくことが大切になります。

政策の立案視察・調査

審議会での議論現場視察 政策案・法案や
予算案の立案

政策の決定

国会にて
政策決定

（予算、法案）
現場の視点
専門的議論

分野の専門性 行政スキル

政策の実施

　薬系技官が関わる衛生行政は、医薬品・食品・化学物質などの「物」の品質、有

効性及び安全性をサイエンスに基づいて確保することを通じて国民の安全・

安心を保証し、国民に向けて合理的な説明責任を負う仕事です。科学・技術の

成果が世の中で実用化されるために、新しい科学・技術を評価し、人と社会と

調和の上で最も望ましい姿に調整する仕事であり、これこそがレギュラト

リーサイエンスの実践とも言えるものです。

　時代の中で変化するサイエンスや社会・医療環境に柔軟に対応し、患者・国

民にメリットがある技術や物を提供し続けていくこと、それにより、国民の

「生きる」を支え、未来につないでいくことに意義があると感じます。行政の役

割もかつて新薬や医療技術の実用化の「Gate Keeper」と言われていた時代

から、「Traffic Controller」に性質が変わってきていると思います。今後、薬

系技官の担う役割は、今よりさらに重要となり、社会から静かに評価される仕

事になっていくと思います。

　このようなやりがいのある仕事に、皆さんも是非加わってみませんか。
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薬系
技官

＊厚生労働省における総合職（化学・生物・薬学）の採用は、薬学部の卒業生に限定しているわけではなく、様々な他学部の方もいますが、
　主として薬事分野の業務に携わることから、このパンフレットにおいては、便宜的に「薬系技官」と称しています。

薬系技官＊は、薬学、化学、生物学等の基礎知識を背景にして、よりよい日本を築くために、あるいは日々発生する諸問題に対
処するために、他職種や他省庁の職員等と協働しながら、職務に邁進することが期待されています。その活躍分野は意外に広
く、薬事行政分野のみならず、研究開発振興、食品安全、化学物質規制等の多岐の分野に渡っています。日本社会には、科学
という言語だけでは理解されず、また解決することもできない多数の機微があります。そのような社会にあって、世の中の感
情に流されず、正しい知識を基に判断し、内に外に伝えていくこと。薬系技官には、そんな「メッセンジャー」としての役割
もまた、求められています。

理系的知識
科学的判断力
知的好奇心

調整力
コミュニケーション能力
問題解決能力
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その他行政分野研究開発分野

食品安全分野

化学物質分野

保健医療分野
医療の一翼を担う薬剤師の役割及びそれを踏まえた診療報
酬の在り方の検討や、医薬品等の価格を適正に評価し決定
することで、国民が安心して医療を受けられるような体制
を整えます。

新規及び既存化学物質をはじめ毒
物及び劇物から身近な家庭用品ま
で、国民の健康に関わる化学物質
の安全対策を行います。

医薬品等を大学や企業が開発しやす
い環境を整えたり、研究予算を確保
したりすることで、日本のライフサ
イエンス研究を支援します。

これらの分野に留まらず、国全
体で進めていく施策に貢献する
こともあります。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律等に基づき、世の中に流
通する医薬品等を国民の皆様に安心して使って
もらえるようなルール作りを行います。

食品衛生法等に基づき、食品の添加物や包装等のリスク管
理を行うことで、「流通している食べ物は安心して食べら
れる」という“当たり前”を守ります。

● 診療報酬、調剤報酬
● 薬剤師の職能

● 薬価、材料価格
● 後発医薬品・バイオシミラー
　業界の振興

● 食品添加物指定、規格基準
● 食品のリスク評価、安全監視

● 食品中の農薬等の残留基準
● 器具・容器包装の規格基準

● 国際案件
● 感染症対策
● 災害・テロ対策
● 政府の基本方針の調整

● 化学物質のリスク評価
● 家庭用品の安全対策
● 毒物・劇物の取締り

● 医薬品・医療機器・再生医療等製品
　等の研究開発の推進
● ライフサイエンス分野の研究開発の推進
● 医療系ベンチャー企業の支援

薬系技官は、幅広い分野で
国民の「生きる」を支えています

薬事分野

さまざまなフィールドで活躍する
薬系技官

これらはほんの一例で、人々の健康や医療など、「生きる」に直結する仕事を担っています

人のため、社会のために
役立ちたい

様々な人たちと協力して
自分を高めたい

大きな改革に
チャレンジしたい

「国民の幸福」が私達の求める利益
です。様々な状況におかれている
人々に目を向け、社会に貢献したい
という気持ちが大切です。

制度作りは自分一人ではできませ
ん。多くの専門家や関係者の意見を
聴き、自らも知識を吸収しながら、協
力して取り組みます。

社会は常に変化しています。既存の
枠にとらわれない柔軟な発想力とと
もに、社会全体をよりよい方向へと
変えていきます。

こんな想いを持っているなら、あなたの力を発揮できる仕事が待っています

● 医薬品、医療機器、再生医療等製品、医薬部外品、
　化粧品の品質・有効性・安全性の確保
● 麻薬・大麻・覚醒剤・危険ドラッグ等の取締り
● 献血の推進

● 医薬品の販売制度
● 薬剤師国家試験
● 医薬品の安定供給

薬系技官は、厚生労働省にとどまらず、他省庁や国際機関などへ出向し、幅広い場面で活躍して、経験を積む機会
に恵まれています。
これらの業務は、厚生労働省の業務と相互に関係し合っていることが多いですが、厚生労働省の業務とは直接的に
は関係しない場合であっても、行政の仕事をしていく上での新たな気づきを得ることができます。
いずれの業務でも、薬系技官ならではの幅広い知識と経験、総合力が必要なものばかりです。　
また、他の組織の職員の仕事の方法を学べること、他の組織から厚生労働省という組織を客観的に見る機会が与え
られていることにより、今後の厚生労働行政のコンサルテーション能力を養うことにもなります。 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）
国立医薬品食品衛生研究所
国立健康危機管理研究機構（JIHS）
国立研究開発法人  医薬基盤・健康・栄養研究所

国立研究開発法人  日本医療研究開発機構(AMED)
神戸市/公益財団法人神戸医療産業都市推進機構
社会保険診療報酬支払基金
福島国際研究教育機構（F-REI）

地方厚生局・
地方自治体等

関係機関

在ウィーン国際機関日本政府代表部
在インド日本国大使館
インドネシア保健省

在インドネシア日本国大使館
WHO国際関係機関

　　　　

大臣官房

人事課

総務課

会計課

地方課

国際課

厚生科学課

情報政策担当
参事官室

健康・医療戦略室（内閣府健康・医療戦略推進事務局）
副長官補（事態対処・危機管理担当）付
内閣感染症危機管理統括庁
新しい資本主義実現本部事務局

内閣官房
 

人材局　試験専門官室人事院

食品安全委員会事務局
政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付
政策統括官（経済安全保障担当）付

内閣府

職業安定局　

雇用環境・均等局　

社会・援護局　

障害保健福祉部

老健局　

保険局　

年金局　

政策統括官

人材開発統括官　

医政局　

健康・生活衛生局　

医薬局

労働基準局　

安全衛生部

感染症対策部

食品衛生基準審査課
食品表示課消費者庁

情報公開・個人情報保護審査会事務局総務省

経済局国際貿易課外務省

研究振興局　ライフサイエンス課文部科学省

大臣官房環境保健部
水・大気環境局環境省

人事教育局　衛生官付防衛省

北海道庁
富山県庁
広島県庁

福岡県庁
熊本県庁

関東信越厚生局
東海北陸厚生局
近畿厚生局

他府省庁厚生労働省

厚生局 地方自治体
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医薬品医療機器等法

医療用医薬品等の安定供給体制の強化等について 医薬品の販売区分及び販売方法の見直し

医療用医薬品の安定供給体制の強化
について

　薬機法下においては、これまでは、製
造販売業者に対し、品質管理、安全管理
の観点での責任者（総括製造販売責任者・
品質保証責任者・安全管理責任者）の設
置が義務づけられていましたが、一方で、
安定供給の観点での責任者の設置は義務
付けられていませんでした。しかしなが
ら、昨今の後発医薬品を中心とした、医
療用医薬品の供給不安の発生を受け、今
回の薬機法等の改正においては、新たに、
医療用医薬品の製造販売業者に対し、安
定供給の観点での責任者（供給体制管理
責任者）の設置を義務付けるとともに、
安定供給のための必要な措置として、安
定供給に向けた手順書の作成等を義務付
けることとしました。
　また、これまでは、通知に基づき実施さ
れていた、医療用医薬品の供給不安時又は
供給不安のおそれがある場合の厚生労働省
への報告について、より報告を徹底する観
点から、改正薬機法等においては、法に基
づく義務としています。併せて、供給不安
に係る報告を受けた厚生労働省は、製造販
売業者等に対し、必要な報告の徴収や安定
供給に向けた協力の要請を行うことができ
る旨の規定も盛り込みました。
　加えて、改正薬機法等においては、医療
上の必要性やサプライチェーンリスクを勘
案して、安定供給の確保を図る必要性が高
い医薬品を「供給確保医薬品」として、指
定しています。供給確保医薬品については、

平時から供給状況の把握を行うとともに、
特に重要性が高い「重要供給確保医薬品」
の供給不安時においては増産等の指示を
行うことを可能としており、今後、この
枠組みも活用して、安定供給に向けた取
組を進めていくこととしています。
　さらには、改正薬機法等においては、
新たに、電子処方箋の調剤データ等を活
用し、医療用医薬品の需給状況のモニタ
リングを行うことも可能としています。

後発医薬品の産業構造改革の推進に
ついて

　昨今の医療用医薬品の供給不安につい
ては、後発医薬品産業においては、「少量
多品目生産」による非効率的な生産体制

であることが、その背景要因となってい
るとの指摘があります。そのため、厚生
労働省においては、この「少量多品目生産」
の解消に向けて、後発医薬品企業間での
後発医薬品の品目の統合といった、後発
医薬品産業の構造改革を推進しています。
　そのため、厚生労働省においては、改
正薬機法等に基づき、この「少量多品目
生産」の構造の解消に向け、国立研究開
発法人医薬基盤・健康・栄養研究所に「後
発医薬品製造基盤整備基金」を設置し、
後発医薬品企業間で品目統合等を行う際
に必要となる費用（製造ラインの整備費
用等）に対し年度を跨いだ補助を行うこ
とで、後発医薬品業界の更なる構造改革
を促していくこととしています。

要指導医薬品の販売におけるオンライン
服薬指導の追加

　これまで、要指導医薬品の販売は店舗で
の対面による販売に限られ、インターネッ
ト販売は認められていませんでした。今回
の法改正により、2026年５月から、薬剤
師の判断で、オンライン服薬指導による必
要な情報提供や指導等を行った上でのイン
ターネット販売を可能とします。ただし、
適正使用のために対面での販売を行うこと
が適切である品目は、特定要指導医薬品と
して指定し、インターネット販売が可能と
なる対象からは除外されます。それでも多
くの要指導医薬品について、アクセスの向
上が図られることとなります。
　また、医薬品の特性を踏まえて必要な場合
には要指導医薬品から一般用医薬品に移行し
ないことを可能とするとともに、要指導医薬
品から一般用医薬品への移行後も個別品目の
リスク評価を踏まえ、リスクの高い区分を含
む適切な区分への移行を可能とします。これ
により、適切なリスク評価に基づいた医薬品
の販売が行われることになります。

「指定濫用防止医薬品」の販売方法の
厳格化

　近年、若者を中心に、風邪薬や咳止め薬
などを、適正な用法用量を超えて大量に服
用する「オーバードーズ」が拡がっており、
薬物依存等に陥る事例が急増しておりま
す。こうした状況を受け、今回の法改正に
より、2026年５月から、濫用のおそれの
ある医薬品を「指定濫用防止医薬品」と位
置づけ、販売時の対策の強化をはかること
としています。
　具体的な対応として、販売方法について
は、18歳未満の若年者への大容量の製品ま
たは複数個の販売を禁止するほか、薬剤師
や登録販売者による販売時の関与を強化す
るため、18歳未満への販売または18歳以
上への大容量製品もしくは複数個の販売に
際して、対面またはビデオ通話などでのや

りとりを経た販売を義務付けることとし
ました。
　また、上記に伴い、指定濫用防止医薬品
を販売する際には年齢確認が必要となるほ
か、薬剤師等に、他の薬局などでの購入の
状況、必要な場合の氏名、多くの量の購入
の場合の購入理由など必要な事項を確認さ
せ、濫用等に係る情報提供を行うことなど
を義務付けることとしました。
　さらに、商品の陳列については、専門家
による情報提供や声掛けの実効性を高め、
情報提供の徹底や不適正な医薬品入手の防
止をはかる観点から、①顧客の手の届かない
場所への商品陳列または②販売・情報提供
を行う場所に継続的に専門家を配置し、そ
の配置場所から目の届く範囲への陳列のい
ずれかの対応を求めることとしています。

　市販薬の濫用防止対策にあたっては、
前述の販売規制に加え、販売を担う薬剤
師等が購入希望者の悩みに気づき、声を
かけ、適切な支援につなげていくことも重
要であり、時代の変化に適応しつつ、住民
や患者の生活を支える臨床の担い手とし
て、国民のニーズや期待に応えるべく取り
組んでいただきたいと思っております。

薬系技官の取り組むプロジェクト 医薬品等を取り巻く昨今の様々な状況に対応し、引き続き品質の確保された医薬品等を国民に迅速
かつ適正に提供していくため、医療用医薬品等の安定供給体制の強化等、国民への医薬品の適正な提
供のための強化等を盛り込んだ「医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律」（薬機法）等の改正を通じ、制度の見直しを行っています。

医療用医薬品の安定供給体制の強化

医薬品の販売区分及び販売方法の見直し

医療用医薬品の安定供給体制の強化　概要
後発医薬品を中心とした、医療用医薬品の供給不足が数年に渡って続いていることを受け、医療用医薬品の安定
供給体制の強化を図るため、次の事項について薬機法等改正を実施。

概要
医薬品の販売に関する規制について、若年者を中心に一般用医薬品の濫用が社会問題化している状
況を踏まえた実効性を高めるための見直しや、要指導医薬品に関するデジタル技術を活用したアク
セス改善を図る見直し等を行う。

● 薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導による必要な情報提供等のみでの販売を可能とする。
ただし、適正使用のために必要な確認を対面で行うことが適切である品目は対象から除外可能とする。
● 医薬品の特性を踏まえて必要な場合には一般用医薬品に移行しないことを可能とするとともに、一
般用医薬品への移行後も個別品目のリスク評価を踏まえリスクの高い区分を含む適切な区分への移行
を可能とする。

企業における平時からの取組 需給状況の把握・調整 供給不安解消策

製造販売業者の安定供給
体制の整備

供給体制管理責任者の設置

［責任者の役割］
・「手順書」を踏まえた企業内の
体制整備、取組の推進
・ 安定供給に関する法令遵守 等

供給体制確保の遵守事項
・安定供給に向けた手順書の作成等

厚生労働大臣による供給不安の迅速な把握／報告徴収／
協力要請

厚生労働大臣による供給確保医薬品の指定、
安定供給確保措置の指示

供給状況報告の
届出

供給不安時の
報告徴収

安定供給の
協力要請

供給確保医薬品の
指定

平時モニタリング
（報告徴収）

大臣による安定供給
確保措置の指示

電子処方箋管理サービスの調剤データ等を活用した
需給モニタリング

要指導医薬品

● 販売時、薬剤師等に必要な事項（他の薬局等での購入の状況、氏名・年齢、多量購入の場合の
購入理由等）を確認させ、情報提供を行わせること等を義務付ける。
● 18 歳未満の者への大容量製品又は複数個の販売を禁止。18歳未満の者への小容量製品の販売
又は 18歳以上の者への大容量製品若しくは複数個の販売は、対面又はオンラインでの販売を義
務付け。
● 陳列は①顧客の手の届かない場所への商品陳列、②一定の条件（販売又は情報提供を行う場所
に継続的に専門家を配置し、購入する医薬品と購入者の状況を適切に確認できる体制の整備）を
満たす場合には、専門家が配置される場所から目の届く範囲（当該場所から７メートル以内）へ
の陳列のいずれかとする。

濫用のおそれ
のある医薬品

〔参考〕医薬品の分類と販売方法（現行）

要指導医薬品 一般用医薬品（第１類、第２類、第３類）
● いずれもネット販売可能（第１類は薬剤師のみ、第２類・第３類は薬剤師又は登録
販売者が販売可能）
● 購入者への情報提供について、第１類は義務、第２類は努力義務
● 一般用医薬品のうち、濫用のおそれのある医薬品を厚生労働大臣が指定

● 対面販売
(オンライン服薬指導不可)

※供給確保医薬品のうち特に重要なもの
（重要供給確保医薬品）を対象。

平時：供給不安発生前 有事：供給不安発生時

①製造販売業者の安定供給体制の整備
②厚生労働大臣による供給不安の迅速な把握等

③厚生労働大臣による供給確保医薬品の指定等
④電子処方箋管理サービスの調剤データ等を活用した
　需給モニタリング
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例えば電子処方箋や電子カルテの情報を
共有する仕組みを実現・運用するところ
で薬系技官としての知識を活かし、現場
を想像しながらどのようなシステムがい
いかを考えています。

安川：薬の供給不安は医療現場で非常に
大きな課題であり、厚生労働省としても経
済安全保障の制度により国内で安定供給が
できることはとても有益です。電子処方箋
は医療 DX を厚生労働省で推進している中
でのツールの一つですが、実際の処方箋
データを管理する支払基金の立場で厚生労
働省の担当部署と連携しながら様々な実務
的なことを考えているわけですね。

高：そうですね。現場を意識しながら、
また将来的な理想像も考えながら対応を
しています。

西方：私は復興庁に出向し、更にそこか
ら福島国際研究教育機構（F-REI）とい
う外部機関に出向しました。F-REI は令
和５年度に設立された新しい研究機関
で、ここでは組織の立ち上げに関する
様々な業務に携わりました。具体的には、
研究実施体制や研究施設について検討し
たり、研究委託事業の審査体系や評価体
系を整備したりと、これ以外にも多岐に
わたる業務に関わっていました。

安川：福島にこういう研究機関を作るこ
とが政府の方針として決まっていて、立
ち上げるにあたって医療分野や医薬品開

発などが分かる人材が求められたという
ことですかね。

西方：そうですね。F-REIの研究開発には、
①ロボット、②農林水産業、③エネルギー、
④放射線科学・創薬医療、放射線の産業
利用、⑤原子力災害に関するデータや知見
の集積・発信の５分野があり、私は放射
線科学・創薬医療の部分を担当していま
した。放射性医薬品の研究開発をすると
いうことで、有識者と議論を重ねながら、
最近の研究開発のトレンドなども踏まえ
て、新たな研究機関として何を狙ってい
くべきなのかを考えていました。

安川：それを活かすにはしっかり専門的な
ことがわかる人が必要だと思うのですが、
出向する前は研究開発関連の部署ですか。

西方：出向前は医政局研究開発政策課で
臨床研究法という法律に関わる業務を担
当していました。そこでの経験も考慮さ
れて、研究開発のことがわかる人という
ことで、声がかかったと聞いています。

安川：出向する時には目的を伝えられた
のですね。転居を伴う異動になりますが、
事前にこういうことはわかっていたので
すか。

西方：復興庁に出向する時点で、福島に
行くことが前提であることも知らされて
いました。トータルとしては長い出向期
間になったので、私は厚生労働省にいる
期間の方がむしろ短いくらいです。

 出向先で感じたこと

安川：自分が出向することを聞いたとき
にどう思ったのか、実際に仕事をしてみ
てどう感じたかを教えてください。

小川：私は研究支援に携わりたく、もと
もと行きたかった部署でしたので、前向
きでした。
実際に出向中は研究者の人との会議に参
加したりして充実していました。

高：私は厚生労働省で学んだ仕事の仕方
が外でも通用するのか試してみたかった
ので、出向には前向きでした。内閣府は
出向者が多く集まる組織なので、各府省
の色がそれぞれ出ていて、仕事の進め方
もすり合わせが必要でした。このすり合
わせは勉強になったなと思います。厚生
労働省は規制行政が多いですが、内閣府
での仕事は推進していく内容だったので、

 出向先で活かされた薬系技官のスキル

安川：本日は厚生労働省以外の組織に出
向経験のある皆さんにお集まりいただい
たので、出向をテーマに皆さんとお話し
たいと思います。厚生労働省に採用され
ても他の組織に異動（出向）して業務を
行う機会が多いですが、出向先でどのよ
うな業務をしたか、薬系技官としての
バッググラウンドがどういったことに活
かされたかについて、お話しいただけま
すか。

小川：私は文部科学省に出向経験があ
り、ライフサイエンスや医学系の研究を
支援する予算事業を担当していました。
具体的には、専門家へのヒアリングを踏
まえて支援すべき研究を検討するといっ
たことをやっていました。支援の対象と
なる研究の内容は生命科学や薬学、医学
の内容であり、学生時代に行っていたよ
うな研究もありましたし、バックグラウ
ンドを活かせると思います。

安川：厚生労働省も色々な研究支援を
行っていますけど、文部科学省はどんな
視点が厚生労働省と違っていましたか。

小川：厚生労働省の研究は行政とつな
がっています。つまり、研究をどう政策

に活かすかという視点が強いように感じ
ました。文部科学省の研究支援は基礎研
究などの学術的なものが多く、世にどう
出るか分からない新しい分野の研究も対
象にしています。

安川：薬系技官であれば元々持っている
知識をもとに研究内容の妥当性や優劣の
決め方などに活用できますね。

高：私は厚生労働省から出向をして２つ
のポストを経験しています。１つ目が内
閣府の経済安全保障担当というところで
す。厚生労働省とともに、医薬品原料の
国産化のプロジェクトに取り組んでいま
した。海外に原薬を依存していると、供
給が低下した時に、国内で臨床上必要な
薬を使えなくなる可能性があります。国
内の医薬品を安定供給できるように国と
して何ができるかを考えていました。ま

さに薬の工場を作るというプロジェクト
でした。「医薬品がどのように作られる
のか」を薬系技官であればある程度想像
できますが、内閣府では他省庁からの出
向者が多いため、知らない人の方が多い
です。そこで必要な説明をし、理解を得
ながら政策を進めていく際には薬系技官
のバックグラウンドが非常に役に立った
なと思います。

安川：経済安全保障って最近の動きだと思
うのですが、高さんが出向したときは、法
律ができて実運用を始める段階でしたよね。

高：そうですね。まさに法律が施行され
るというタイミングであったので、適切
な法令を作る必要性がありました。
2019 年にセファゾリンという薬が供給
不足になってしまったことを受け、経済
安全保障の観点からも必要性が議論され
ていた中で業務に取り組めたので充実し
ていました。
２つ目の出向先は社会保険診療報酬支払
基金です。ここは医療機関や薬局からの
診療報酬の請求を審査し支払をする組織
です。さらに、医療機関等の窓口で健康
保険の情報などがリアルタイムに確認で
きる仕組みであるオンライン資格確認を
はじめ、医療 DX 施策の基盤となるシス
テムの構築や運営を担っています。私は、
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厚生労働省から出向を経験した薬系技官に、現場での経験やそこで得た気づきなどを聞きました。

安川：確かに公務員の仕事は、自分だけ
でやる仕事ではないので、一緒に仕事を
する人たちがどのような思考で仕事を進
めようとしているのかと感じるだけでも
全然違ってきますね。厚生労働省以外の
分野を経験して、どのような判断要素で
物事が進んでいるか理解できていると、
厚生労働省に戻った時に、出向経験をも
とにして政策を考えることができます。

西方：私が出向していた F-REI には、省
庁や自治体、大学などのさまざまな組織
からの出向者が集まっていましたが、そ
んな環境の中で「復興」という共通の目
標に向かって一緒に仕事ができたのは本
当に貴重な経験だったと思います。元々
はそれぞれが違う立場で異なる視点を
もって仕事をしてきたわけなので、うま
く噛み合わないことも当然ながらありま
したが、多様な考え方があることを理解
して、その上でうまく調整していく必要
があるのだと実感しました。この経験は
今後の厚生労働省での業務にも通じる部
分があると思います。

安川：他の立場の人たちがどう考えて仕
事を進めているかを厚生労働省以外の組
織で経験して知る事はすごく大事なこと
で、薬系技官としての仕事のような線引
きはすべきではないと思います。薬系技
官は医薬品・食品・化学物質などのモノ
を中心に専門性を活かすという職種では
あると思うのですが、国家公務員だった
ら垣根をわざわざ自分で作る必要はなく、
全然違う仕事でも取り組むと何かしらの
経験になるのではないかと思います。
私が採用業務に携わったとき、「ある特
定の仕事をずっとやりたいです」と言う
学生もいました。専門性を活かしたいと
いう気持ちはよくわかるのですが、様々
な仕事を経験してキャリアを重ねていく
国家公務員ではその考え方は向かないな
と思います。

今日は海外へ出向した人はいないですが、
私はインドネシアの大使館に外交官とし
て出向して、当時世界的に課題となって
いた鳥インフルエンザの感染症対策のほ
か、水道・廃棄物処理のインフラ整備、
厚生労働省が担当する援護行政として先
の世界大戦でお亡くなりになった方々の
遺骨収集業務に携わったことがあります。
国内で薬系技官として業務をしていたら
経験できない様々な仕事があり、正直イ
ンドネシアに行くまでは想像がつきませ

んでしたが、特に援護行政はこれまでの
様々歴史に基づく業務であり、すごく印
象的な出来事だったので、経験できて本
当によかったと感じています。このよう
に、出向は色々な経験ができることがす
ごく大きなことだと思いますね。希望通
りでない出向もあるかもしれませんが、
それをどう受け止めるかも大事です。こ
の経験をチャンスと捉えて力を発揮して
もらいたいです。

 出向で大変だったこと

安川：皆さんは出向関係で大変だったこ
とはありますか？ 

小川：「文部科学省に聞きたいのだけど、
これわかる？」「担当者につないでくれ
ない？」と厚生労働省からよく聞かれま
した。適切な文部科学省の部署を探すの
が大変でした。

安川：その省庁のことは出向者にまず連
絡することが多いですよね。不思議なこと
に、出向時に接点があった人と思いもよら
ぬところで再会することがあります。みん
なが同じ頻度で異動しているので、偶然巡
りあうことがあり、「前一緒だったよね」
ということがあるのですが、こういう経験

をすることはすごく大きいですし、知って
いる人だと仕事がやりやすくなります。な
ので、どんな些細なことでも積極的に対応
することが大事だと思います。

西方：出向で大変だったことはやはり
引っ越しです。仕事を継続しながら、引
越し業者を見つけて、家財をまとめて、
転居先での生活基盤を整えてと諸々の準
備を進めないといけず、そうこうしてい
るうちに新天地での業務が始まりまし
た。このときはかなり慌ただしかった記
憶があります。

 将来の薬系技官を希望する方へメッセージ

安川：就職活動をしている学生に話を聞
くと、採用後の転勤を気にする方がいま
す。薬系技官では、職員に意向調査を毎
年行っていて転居を伴う異動の可否を聞
いています。ご家庭の事情で転居が無理
であれば、意向調査にその旨を記載いた
だくと転居を伴う出向を控えるようにし
ていますので、そちらの心配は不要です。
今日は出向時の経験を皆さんに話しても
らいましたが、国家公務員として就職す
る以上、厚生労働省だけの仕事、薬系技
官だけの仕事以外の仕事にも携わること
が多くあります。その経験は確実にその
後の仕事の糧になります。色々な部署を
経験できるのは国家公務員の魅力です。
このような業務を学生の皆さんに知って
いただきたいです。専門性を活かしつつ
色々な部署を経験できるという贅沢な仕
事ができるこの職場で、薬系技官として
働きたい方は是非説明会に来てくださ
い。一緒に働くことができることを楽し
みにしています。

 

が、行けば都で楽しかったです。

 出向先から見た厚生労働省

安川：実際に厚生労働省から離れて仕
事をした時に、それが故に厚生労働
省の今の仕事が見えることもあると
思うのですが、みなさんは何を感じ
ましたか？

小川：私が文部科学省で行っていた業務
は、どちらかというと１つのことをじっ
くり考えるような仕事でした。一方、
厚生労働省は１人の人が幅広い範囲の
業務に取り組んでいて、結構違うなと
思いました。

安川：文部科学省だと研究開発を行う部
局があるのですか。

小川：はい。私がいたのは研究振興局と
いう部局で、その中でも分野で課が分か
れていました。ライフサイエンス課とい
う課にいたので、ライフサイエンス分野
に特化したことについて真剣に考えられ
ました。

高：出向先から見ると、手広く業務を行っ
ている人が厚生労働省の方は多いかなと
思います。

西方：出向先ではその組織のことを中心
に考えていましたが、厚生労働省にい
たときにはもっと俯瞰的に考えるべき
ことが多かったなとスケールの違いを
感じました。

安川：薬系技官がメインで対応する薬事

行政は厚生労働省だけではなく、製薬企
業に対する様々な許認可や、製造所の立
入調査、薬局・医薬品販売業等の許認可
は自治体が運用しているものが多いで
す。厚生労働省で決めたルールは自治
体が適切に上手く運用して機能する仕
組みになっています。私は茨城県庁薬
務課に出向したことがあり、ＧＭＰ（医
薬品及び医薬部外品の製造管理及び品
質管理の基準）で医薬品製造所の製造・
品質管理を確認したり、書類を確認し
て許可を出す仕事をしたりしていまし
た。そこで感じたのは、厚生労働省は
運用方針を都道府県に示すのですが、
その内容だけだとわかりにくかったり、
現場の運用では合わなかったりというこ
ともありました。それは厚生労働省にい
るだけでは気づきません。自治体だった
らこう動くことがわかったので、薬事行
政に戻った時に、都道府県の業務をイ
メージして現場が困らないような運用を
考えることができるようになりました。
国家公務員は様々なルールを作るのです
が、「誰がルールを使いこなすか」とい
うことは出向などの様々な経験を通じて
初めて気づくと思います。

 出向の経験を厚生労働省の業務に活かす

安川：出向した経験を活かし、今後どの
ような仕事をしたいか、皆さん考えはあ
りますか。

小川：高さんからのお話にもありました
が、厚生労働省から出向すると周りに厚
生労働省の人がいません。職場には大学
病院や自治体から出向されているので、
そういう方たちとの相談から、現場の目
線が培われました。これは厚生労働省の
業務に活かせると思います。

高：思考の仕方が出向前とは大きく異な
り、厚生労働省の中で最初に経験したこ
とだけでは考えられなかったことに触れ
られているのかなと思います。

薬 系 技 官  座 談 会

厚生労働省の外へ出てわかる
多様な視点・考え方

医薬局
医薬安全対策課　課長

安川  孝志
Y A S U K A W A  T a k a s h i

平成9（1997）年入省。医薬局
総務課での薬剤師・薬局政策、保
険局医療課での診療報酬・薬価改
定、PMDAでの新薬審査業務を
経て、令和7（2025）年7月より
医薬品・医療機器等の安全対策を
担当する現職。

医薬局
医薬品審査管理課 主査

西方  修馬
N I S H I K A T A  S h u m a

令和２年入省。医政局研究開発振
興課で臨床研究法に関する業務を
担当。その後、復興庁を経て、福
島国際研究教育機構に出向し、組
織の立ち上げ等に関する業務に従
事。令和７年４月より現職。

社会保険診療報酬支払基金
情報化推進部　医薬専門職

高　健太
K O  K e n t a

令和２年入省。医薬・生活衛生局
総務課での局内調整・取りまとめ
業務ののち、内閣官房・内閣府
（医薬品を含むサプライチェーン
の強靱化）への出向を経て、令和
６年７月より現職。医療DX施策
の実装部隊として業務に従事。

医薬局
医薬品審査管理課 企画調整専門官

小川  はるか
O G A W A  H a r u k a

平成31年入省。入省時は医薬局
医薬安全対策課で一般用医薬品等
の市販後安全対策を担当。その後
医薬局総務課、文部科学省研究振
興局ライフサイエンス課、医政局
医薬産業振興・医療情報企画課を
経て、令和７年７月より現職。
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例えば電子処方箋や電子カルテの情報を
共有する仕組みを実現・運用するところ
で薬系技官としての知識を活かし、現場
を想像しながらどのようなシステムがい
いかを考えています。

安川：薬の供給不安は医療現場で非常に
大きな課題であり、厚生労働省としても経
済安全保障の制度により国内で安定供給が
できることはとても有益です。電子処方箋
は医療 DX を厚生労働省で推進している中
でのツールの一つですが、実際の処方箋
データを管理する支払基金の立場で厚生労
働省の担当部署と連携しながら様々な実務
的なことを考えているわけですね。

高：そうですね。現場を意識しながら、
また将来的な理想像も考えながら対応を
しています。

西方：私は復興庁に出向し、更にそこか
ら福島国際研究教育機構（F-REI）とい
う外部機関に出向しました。F-REI は令
和５年度に設立された新しい研究機関
で、ここでは組織の立ち上げに関する
様々な業務に携わりました。具体的には、
研究実施体制や研究施設について検討し
たり、研究委託事業の審査体系や評価体
系を整備したりと、これ以外にも多岐に
わたる業務に関わっていました。

安川：福島にこういう研究機関を作るこ
とが政府の方針として決まっていて、立
ち上げるにあたって医療分野や医薬品開

発などが分かる人材が求められたという
ことですかね。

西方：そうですね。F-REIの研究開発には、
①ロボット、②農林水産業、③エネルギー、
④放射線科学・創薬医療、放射線の産業
利用、⑤原子力災害に関するデータや知見
の集積・発信の５分野があり、私は放射
線科学・創薬医療の部分を担当していま
した。放射性医薬品の研究開発をすると
いうことで、有識者と議論を重ねながら、
最近の研究開発のトレンドなども踏まえ
て、新たな研究機関として何を狙ってい
くべきなのかを考えていました。

安川：それを活かすにはしっかり専門的な
ことがわかる人が必要だと思うのですが、
出向する前は研究開発関連の部署ですか。

西方：出向前は医政局研究開発政策課で
臨床研究法という法律に関わる業務を担
当していました。そこでの経験も考慮さ
れて、研究開発のことがわかる人という
ことで、声がかかったと聞いています。

安川：出向する時には目的を伝えられた
のですね。転居を伴う異動になりますが、
事前にこういうことはわかっていたので
すか。

西方：復興庁に出向する時点で、福島に
行くことが前提であることも知らされて
いました。トータルとしては長い出向期
間になったので、私は厚生労働省にいる
期間の方がむしろ短いくらいです。

 出向先で感じたこと

安川：自分が出向することを聞いたとき
にどう思ったのか、実際に仕事をしてみ
てどう感じたかを教えてください。

小川：私は研究支援に携わりたく、もと
もと行きたかった部署でしたので、前向
きでした。
実際に出向中は研究者の人との会議に参
加したりして充実していました。

高：私は厚生労働省で学んだ仕事の仕方
が外でも通用するのか試してみたかった
ので、出向には前向きでした。内閣府は
出向者が多く集まる組織なので、各府省
の色がそれぞれ出ていて、仕事の進め方
もすり合わせが必要でした。このすり合
わせは勉強になったなと思います。厚生
労働省は規制行政が多いですが、内閣府
での仕事は推進していく内容だったので、

に活かすかという視点が強いように感じ
ました。文部科学省の研究支援は基礎研
究などの学術的なものが多く、世にどう
出るか分からない新しい分野の研究も対
象にしています。

安川：薬系技官であれば元々持っている
知識をもとに研究内容の妥当性や優劣の
決め方などに活用できますね。

高：私は厚生労働省から出向をして２つ
のポストを経験しています。１つ目が内
閣府の経済安全保障担当というところで
す。厚生労働省とともに、医薬品原料の
国産化のプロジェクトに取り組んでいま
した。海外に原薬を依存していると、供
給が低下した時に、国内で臨床上必要な
薬を使えなくなる可能性があります。国
内の医薬品を安定供給できるように国と
して何ができるかを考えていました。ま

さに薬の工場を作るというプロジェクト
でした。「医薬品がどのように作られる
のか」を薬系技官であればある程度想像
できますが、内閣府では他省庁からの出
向者が多いため、知らない人の方が多い
です。そこで必要な説明をし、理解を得
ながら政策を進めていく際には薬系技官
のバックグラウンドが非常に役に立った
なと思います。

安川：経済安全保障って最近の動きだと思
うのですが、高さんが出向したときは、法
律ができて実運用を始める段階でしたよね。

高：そうですね。まさに法律が施行され
るというタイミングであったので、適切
な法令を作る必要性がありました。
2019 年にセファゾリンという薬が供給
不足になってしまったことを受け、経済
安全保障の観点からも必要性が議論され
ていた中で業務に取り組めたので充実し
ていました。
２つ目の出向先は社会保険診療報酬支払
基金です。ここは医療機関や薬局からの
診療報酬の請求を審査し支払をする組織
です。さらに、医療機関等の窓口で健康
保険の情報などがリアルタイムに確認で
きる仕組みであるオンライン資格確認を
はじめ、医療 DX 施策の基盤となるシス
テムの構築や運営を担っています。私は、

国家公務員は様々なルールを作るのですが、
「誰がルールを使いこなすか」ということは
出向などの様々な経験を通じて初めて気づくと思います

C R O S S  T A L K

安川：確かに公務員の仕事は、自分だけ
でやる仕事ではないので、一緒に仕事を
する人たちがどのような思考で仕事を進
めようとしているのかと感じるだけでも
全然違ってきますね。厚生労働省以外の
分野を経験して、どのような判断要素で
物事が進んでいるか理解できていると、
厚生労働省に戻った時に、出向経験をも
とにして政策を考えることができます。

西方：私が出向していた F-REI には、省
庁や自治体、大学などのさまざまな組織
からの出向者が集まっていましたが、そ
んな環境の中で「復興」という共通の目
標に向かって一緒に仕事ができたのは本
当に貴重な経験だったと思います。元々
はそれぞれが違う立場で異なる視点を
もって仕事をしてきたわけなので、うま
く噛み合わないことも当然ながらありま
したが、多様な考え方があることを理解
して、その上でうまく調整していく必要
があるのだと実感しました。この経験は
今後の厚生労働省での業務にも通じる部
分があると思います。

安川：他の立場の人たちがどう考えて仕
事を進めているかを厚生労働省以外の組
織で経験して知る事はすごく大事なこと
で、薬系技官としての仕事のような線引
きはすべきではないと思います。薬系技
官は医薬品・食品・化学物質などのモノ
を中心に専門性を活かすという職種では
あると思うのですが、国家公務員だった
ら垣根をわざわざ自分で作る必要はなく、
全然違う仕事でも取り組むと何かしらの
経験になるのではないかと思います。
私が採用業務に携わったとき、「ある特
定の仕事をずっとやりたいです」と言う
学生もいました。専門性を活かしたいと
いう気持ちはよくわかるのですが、様々
な仕事を経験してキャリアを重ねていく
国家公務員ではその考え方は向かないな
と思います。

今日は海外へ出向した人はいないですが、
私はインドネシアの大使館に外交官とし
て出向して、当時世界的に課題となって
いた鳥インフルエンザの感染症対策のほ
か、水道・廃棄物処理のインフラ整備、
厚生労働省が担当する援護行政として先
の世界大戦でお亡くなりになった方々の
遺骨収集業務に携わったことがあります。
国内で薬系技官として業務をしていたら
経験できない様々な仕事があり、正直イ
ンドネシアに行くまでは想像がつきませ

んでしたが、特に援護行政はこれまでの
様々歴史に基づく業務であり、すごく印
象的な出来事だったので、経験できて本
当によかったと感じています。このよう
に、出向は色々な経験ができることがす
ごく大きなことだと思いますね。希望通
りでない出向もあるかもしれませんが、
それをどう受け止めるかも大事です。こ
の経験をチャンスと捉えて力を発揮して
もらいたいです。

 出向で大変だったこと

安川：皆さんは出向関係で大変だったこ
とはありますか？ 

小川：「文部科学省に聞きたいのだけど、
これわかる？」「担当者につないでくれ
ない？」と厚生労働省からよく聞かれま
した。適切な文部科学省の部署を探すの
が大変でした。

安川：その省庁のことは出向者にまず連
絡することが多いですよね。不思議なこと
に、出向時に接点があった人と思いもよら
ぬところで再会することがあります。みん
なが同じ頻度で異動しているので、偶然巡
りあうことがあり、「前一緒だったよね」
ということがあるのですが、こういう経験

をすることはすごく大きいですし、知って
いる人だと仕事がやりやすくなります。な
ので、どんな些細なことでも積極的に対応
することが大事だと思います。

西方：出向で大変だったことはやはり
引っ越しです。仕事を継続しながら、引
越し業者を見つけて、家財をまとめて、
転居先での生活基盤を整えてと諸々の準
備を進めないといけず、そうこうしてい
るうちに新天地での業務が始まりまし
た。このときはかなり慌ただしかった記
憶があります。

 将来の薬系技官を希望する方へメッセージ

安川：就職活動をしている学生に話を聞
くと、採用後の転勤を気にする方がいま
す。薬系技官では、職員に意向調査を毎
年行っていて転居を伴う異動の可否を聞
いています。ご家庭の事情で転居が無理
であれば、意向調査にその旨を記載いた
だくと転居を伴う出向を控えるようにし
ていますので、そちらの心配は不要です。
今日は出向時の経験を皆さんに話しても
らいましたが、国家公務員として就職す
る以上、厚生労働省だけの仕事、薬系技
官だけの仕事以外の仕事にも携わること
が多くあります。その経験は確実にその
後の仕事の糧になります。色々な部署を
経験できるのは国家公務員の魅力です。
このような業務を学生の皆さんに知って
いただきたいです。専門性を活かしつつ
色々な部署を経験できるという贅沢な仕
事ができるこの職場で、薬系技官として
働きたい方は是非説明会に来てくださ
い。一緒に働くことができることを楽し
みにしています。

 

考え方が 180 度違う点も勉強になったと
思います。当然、周りの人たちは厚生労働
省が出身ではないので、組織内であっても
若手のうちから自分の軸を持ってしっかり
厚生労働省の代表として説明できないとい
けないわけですが、省外でないとなかなか
経験できないことだと思います。

安川：出向すると、「厚生労働省として
はどう考えるのか」と当たり前に聞かれ
るので、薬系技官ではなく厚生労働省の
立場で答えられる必要があると思いま
す。厚生労働省だと自分の部署の範囲の
仕事を進めますが、出向すると厚生労働
省の動きを客観的に見ることになるので
急に視界が広がる印象があります。周り
の期待に応える必要があり、立場が違う
様々な方からの質問や相談があるので、
大変だと思います。

高：私も労働関係行政について知らな
いことが多いですけども、厚生労働省
内のつてをたどって担当を紹介しても
らったり、聞きに行ったりなどは業務
としてありますので、そういった知識・
経験が自分の糧になっています。自分
の立場は弁えながら、でも意外と大胆
な仕事できるということも出向先の魅
力だと思います。

西方：私も出向や転居にあまり抵抗感は
なかったので、事前の意向調査では前向
きですと書いていました。とはいえ、若
手のうちは出向ポストがそれほど多くは
ないので、出向の話を聞いたときは、か
なり驚きました。新設のポストだったた
め、事前情報もなく不安がありました

が、行けば都で楽しかったです。

 出向先から見た厚生労働省

安川：実際に厚生労働省から離れて仕
事をした時に、それが故に厚生労働
省の今の仕事が見えることもあると
思うのですが、みなさんは何を感じ
ましたか？

小川：私が文部科学省で行っていた業務
は、どちらかというと１つのことをじっ
くり考えるような仕事でした。一方、
厚生労働省は１人の人が幅広い範囲の
業務に取り組んでいて、結構違うなと
思いました。

安川：文部科学省だと研究開発を行う部
局があるのですか。

小川：はい。私がいたのは研究振興局と
いう部局で、その中でも分野で課が分か
れていました。ライフサイエンス課とい
う課にいたので、ライフサイエンス分野
に特化したことについて真剣に考えられ
ました。

高：出向先から見ると、手広く業務を行っ
ている人が厚生労働省の方は多いかなと
思います。

西方：出向先ではその組織のことを中心
に考えていましたが、厚生労働省にい
たときにはもっと俯瞰的に考えるべき
ことが多かったなとスケールの違いを
感じました。

安川：薬系技官がメインで対応する薬事

行政は厚生労働省だけではなく、製薬企
業に対する様々な許認可や、製造所の立
入調査、薬局・医薬品販売業等の許認可
は自治体が運用しているものが多いで
す。厚生労働省で決めたルールは自治
体が適切に上手く運用して機能する仕
組みになっています。私は茨城県庁薬
務課に出向したことがあり、ＧＭＰ（医
薬品及び医薬部外品の製造管理及び品
質管理の基準）で医薬品製造所の製造・
品質管理を確認したり、書類を確認し
て許可を出す仕事をしたりしていまし
た。そこで感じたのは、厚生労働省は
運用方針を都道府県に示すのですが、
その内容だけだとわかりにくかったり、
現場の運用では合わなかったりというこ
ともありました。それは厚生労働省にい
るだけでは気づきません。自治体だった
らこう動くことがわかったので、薬事行
政に戻った時に、都道府県の業務をイ
メージして現場が困らないような運用を
考えることができるようになりました。
国家公務員は様々なルールを作るのです
が、「誰がルールを使いこなすか」とい
うことは出向などの様々な経験を通じて
初めて気づくと思います。

 出向の経験を厚生労働省の業務に活かす

安川：出向した経験を活かし、今後どの
ような仕事をしたいか、皆さん考えはあ
りますか。

小川：高さんからのお話にもありました
が、厚生労働省から出向すると周りに厚
生労働省の人がいません。職場には大学
病院や自治体から出向されているので、
そういう方たちとの相談から、現場の目
線が培われました。これは厚生労働省の
業務に活かせると思います。

高：思考の仕方が出向前とは大きく異な
り、厚生労働省の中で最初に経験したこ
とだけでは考えられなかったことに触れ
られているのかなと思います。
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若手薬系技官に聞いてみました！

入省して感じた
自由度という
大きなギャップ

　入省前の私は、国家公務員といえば規律正しい印象、悪く言
えば自由がない印象を持っていました。しかし、実際には髪の
色や長さ、服装等の見た目に関して固定された有るべき姿が押
しつけられることはありません。また、私は机に色々な趣味の
小物を置いてモチベーションを上げていますが、それを咎めら
れたこともありません。勿論、守らなければならない規律は守
る必要があります。それでも、入省前の私が想像していたより
も遥かに個性を尊重する環境が広がっていると感じました。

　大学では薬剤師の職能に関する研究に携わり、薬剤師がもつ
幅広い可能性と社会的意義を強く実感し、自分もその発展に関
わりたいと思うようになりました。その選択肢として、病院薬
剤師として現場から取り組む道や、地方公務員として地域医療
に関わる道もありますが、制度づくりを通じて全国的に職能を
広げられる薬系技官こそ、自分の思いを最も実現できる職業と
感じ、志望しました。薬剤師としての学びを生かし、より良い医
療の仕組みづくりに貢献していきたいです。

薬剤師の
職能拡大を
行政から支える

薬学部以外出身者の方へ
その専門知識
いかしてみませんか？

　薬系技官の多くが薬学部出身であり、業務内容も薬学に関する
知識を求められることは事実です。ですが、薬学部出身者以外も
意外と多いものです。薬に関する基礎知識がなくても、周囲の薬
系技官が薬学の知識を含め指導してくれるので、業務を行う上で
あまり困ることはありません。科学的に事象を捉え、考える力が
あれば、知識は業務を行いながら習得することができます。むし
ろ、薬学部では学べない事柄を学んでいるという自身の専門性が
強みになるので、恐れることなく挑戦していただきたいです！

　地方自治体職員から薬系技官に転職し、現在は医薬品・医療
機器等の市販後安全に関する業務を行っています。地方自治体
では目の前の問題に対応する業務が中心でしたが、現在は医薬
品・医療機器等の安全対策に関する制度設計など社会への影響
が大きい業務に携わっています。現場では解決できない構造的
な課題に、政策形成というアプローチで挑戦できるのは薬系技
官ならではの醍醐味です。国の制度づくりをとおして、人々の
健康を支える責任とやりがいを日々感じています。

地方自治体からの
転職経験を踏まえた
薬系技官のやりがい

“
”

“
”

“
”

“
”

REAL VOICE

薬系技官の道を選んだ若手技官のリアルなホンネ

消費者庁食品衛生基準審査課　係員

卒業学部 ー 薬学部（6年制）

黒﨑　亮
K U R O S A K I  R y o

医薬局監視指導・麻薬対策課　係員

卒業学部 ー 理工学部

三上  夏実
M I K A M I  N a t s u m i

医薬局医薬安全対策課　係員

卒業学部 ー 薬学部（6年制）

宮﨑  翔吾
M I Y A Z A K I   S h o g o

医薬局医薬安全対策課　係員

卒業学部 ー 薬学部（6年制）

平野　友唯
H I R A N O  Y u i

若手薬系技官アンケート

就職活動のときの
併願先は？

製薬業界
９名

ドラッグ
ストア
５名

薬局
４名

病院
３名

地方自治体
６名

PMDA
２名

コンサルタント、エンタメ業界
２名

　志望動機は？

入省してから
意外だった
ことは？

やりがいを
感じたときは？

薬学部ではないのに
薬系技官に
なってどう？ 

休日は何してる？

書籍やインターンを通じて
職場の雰囲気の良さに魅力
を感じた。

広く社会や国民の健康に貢献
したいという思いから。 

出向や国際業務を通じて、多様
な経験を積みたい。 

実習経験を踏まえ、現場に貢
献したいと考えた。 

テレワークや時間休も活用し、
無理のない働き方ができる。

幹部との距離が近く、プライ
ベートな話もできる。

比較的ラフな服装で働いている。

多様なバックグラウンドの職員が在
籍し、丁寧な指導を受けられる。

自分の意見が業務に反映できたとき。

広く社会や国民の健康に貢献
したいという思いから。 

自ら関わった研究の成果が政策
の根拠として活用されたとき。

SNS で前向きな反応を示し
ているのを見たとき。

薬学部が多い中で、異なる視点を
持った人材として輝ける場所。

困ることはなく、新しい知識
を得られて楽しい。

学生時代の知識より、入省した後
の経験次第。

わからないことは周りに助けてもら
いながら、たくさんの知識・経験を吸
収していくことができる場所。

外食、カフェ巡り料理 美術館 ショッピング

スポーツ（観戦）旅行 コンサート クラシック鑑賞
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薬剤師・薬局の更なる活躍に向けて

　医療の高度化、患者の療養環境の変化（病
院から在宅・地域への移行）、情報通信技術
の進展等によって、近年、薬剤師・薬局を巡
る状況が大きく変化しています。特に、少子
高齢化により医療需要が増大する一方、医
療の担い手が十分に確保できない状況にお
いて、薬局・薬剤師が、処方箋に基づく調剤
に加え、セルフケア・セルフメディケーショ
ンの支援など、地域住民の健康をサポート
する機能を果たしていくことや、行政や医
療機関等の関係機関とも連携して地域に貢
献していくことが求められています。
　「健康サポート薬局」「地域連携薬局」と称
する薬局を聞いたことがあるでししょう
か。医薬局総務課では、薬剤師・薬局を取り
巻く状況が変化する中、患者が自身に適し
た薬局を選択できるよう、特定の機能を有
する薬局の認定制度や、健康サポート薬局
の届出制度を運用してきました。
　ただ、認定薬局や健康サポート薬局の制
度は、まだ十分に認知・活用されている状況

とは言えません。薬局・薬剤師が、これら薬
局の認定制度の活用を含め、地域で求めら
れる、多様化する役割を十分に担うことが
できるよう、更なる検討を進めています。令
和7年5月に公布された改正薬機法におい
ては、この認定薬局制度の見直しを行い、健
康サポート機能や健康サポートに関する取
組の質を確保していくため、「健康増進支援
薬局」として認定する制度を導入すること
とされました。今後、地方公共団体、現場の
薬局や薬剤師会等の関係者と連携しなが
ら、地域の住民や医療関係者にとって真に
有用な制度となるよう、具体的な行動を進
めていくところです。
　令和５年1月からは、オンライン資格確
認を基盤とした電子処方箋の運用が開始さ
れました。医療機関・薬局間の直近の処方・
調剤情報の閲覧や、重複投薬、併用禁忌の有
無の確認等など、こうしたDXの推進により
医療の質の向上、医療機関・薬局の業務効率
化、待ち時間短縮といった患者の利便性向
上等、様々な効果が期待されています。この

ため医薬局総務課では電子処方箋の更なる
普及拡大に取り組んでいます。
　さらに、医薬局総務課では、毎年10月
17日～23日を「薬と健康の週間」として、
薬剤師の役割や医薬品の正しい使用方法
等についての普及啓発の取組も行ってい
ます。

薬剤師・薬局の将来像を描く

臨床からは見えなかった景色：
医療の仕組みと制度づくりのリアル

病院薬剤師確保に向けた取組み

　薬剤師の従事先には業態の偏在や地域
偏在があり、病院を中心として薬剤師が充
足しておらず、病院薬剤師の確保は喫緊の
課題であるとされています。薬剤師が不足
する中で、病棟等における業務を充実させ
るためには、薬剤師確保に努めつつ、対物
業務の効率化が求められています。地域の
実情に即した病院薬剤師確保及び業務改
革の取組みが行われる必要があることか
ら、各都道府県と連携し、都道府県の実情
把握及び取組みへの支援を実施している
ところです。１つ１つの積み重ねが将来の
病院薬剤師の活躍の場の広がりに繋がる
と考えています。

新しい観点での薬系技官の活躍の場

　また、医政局総務課の業務では、医薬局と
はまた違った観点で、国民の暮らしや健康
保持・増進に関する制度作りに携わること
ができます。例えば、医療情報ネット（ナビ
イ）の運用もその１つです。ナビイでは、も
ともと各都道府県で個別に運用されていた
ものですが、全国統一的な情報システムを
構築し、住民や患者さんが適切な医療機関
や薬局を選択できるようにわかりやすい形
で情報提供を実施し、利便性の向上を図っ
ています。
　また、医療広告の規制にも携わっていま
すが、美容医療サービスに関する消費者ト
ラブル等が問題になっているところ、医療
機関等の違法な広告により患者さんが誘引

されないよう、ウェブサイトの監視体制の
強化にも取組んでいるところです。広告す
る側だけでなく、国民に対しても、医療広告
規制を周知することで、情報提供の適正化
に繋がり、国民の適切な医療機関及び提供
される医療の選択にも寄与すると信じてい

　大学病院から厚生労働省医薬局総務課に出向しています。ここでの
業務は法律がベースになっており、臨床では経験できない医療システ
ムの根幹づくりに携われるところがとても新鮮です。職能団体や国会
議員を通じて現場の声を聞き、専門家と一緒に予算事業や厚生労働省
の研究事業の運営に関わったりすることで、医療体制づくりに携われ
るのは面白いですね。この経験を通じて、臨床では得られない視点で
「医療システムを広い視野で見る力」がついてきたなと感じています。

ます。
　今まさに、課題となっていることに対して
取組むことができること、さらに、薬系技官
は、多種多様な業務に携わることができます
が、どの業務も国民の暮らしや健康保持に繋
がること、それが魅力だと感じています。

国民の皆様の
健康保持に繋げる

医薬局
総務課　係員

加納  康隆
K A N O  Y a s u t a k a

医薬局
総務課　主査

末永  朝美
S U E N A G A  A s a m i

医政局
総務課　主査

吉岡  希恵
Y O S H I O K A  K i e

医薬局
総務課　薬事専門官

木下  徳康
K I N O S H I T A  N o r i y a s u

様々なフィールドで活躍している先輩薬系技官に現在の業務のことをなどを紹介してもらいました。

活躍するフィールド

出向者からみた薬系技官の仕事

患者さんに適切で安全な薬物療法を提供するた
めには、病院薬剤師が医師、看護師等と連携しな
がら薬物療法に取り組むことが重要
です。医政局総務課では、病院薬剤
師の更なる職能の発揮、人員の確保
を制度面から推進するため、各種施
策の企画立案を行います。

医政局 総務課
病院薬剤師 医療広告 医療機能情報提供制度

薬剤師・薬局の機能強化や薬剤師確保に向けた取
組、医療業務における ICT の利活用など、薬剤師
の職能発揮のための取組を推進して
います。また、適切に医薬品の販売が
行われるための制度作りや、医薬品
適正使用の普及啓発などを担当して
います。

医薬局 総務課

内容に関する
参考ホームページ

薬剤師 薬局 地域医療

内容に関する
参考ホームページ
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革新的な医薬品を医療現場へ

　医薬品は、世界中の多くの研究者や製薬
企業によって日々開発が進められていま
す。近年、筋萎縮性側索硬化症（ALS）等の難
病やアルツハイマー病等、これまで予防・治
療が難しかった疾患に対する新たな医薬品
が登場し、疾患の治療選択肢が益々拡大し
てきました。私たち医薬品審査管理課は、こ
れらの新しい医薬品について、臨床試験等
のデータに基づき、科学的に中立な視点で
品質、有効性及び安全性を審査し、医療現場
に送り出す役割を担っています。革新的な
医薬品を患者さんのもとへ迅速に届けられ
るよう、また、新しい技術や社会的需要の変
化に応じた合理的な規制となるよう、薬事
制度の見直しに取り組んでいます。

ドラッグ・ロス、供給不安の解消に向けて

　欧米では承認されているが日本では開発
が行われていない医薬品が増加する、いわ
ゆる「ドラッグ・ロス」の拡大が指摘されて
います。企業による開発が進まない疾患領
域について、医薬品開発を後押しする薬事
制度の整備も私たちの仕事です。厚生労働
省では、令和６年４月に薬事規制の在り方
に関する検討会をとりまとめ、令和７年５
月に薬機法を改正し、制度の見直しを行い
ました。希少疾病用医薬品の開発を早期か
ら支援する仕組みや、成人用の開発と同時
に小児用の開発計画を作る仕組み等をはじ
めとして、新たな制度運用へと順次切り替
えを進めています。

　また、近年、医薬品の品質確保への信頼及
び供給不安が大きな課題になっています。
私たちは、品質問題が生じないよう審査や
調査を強化するとともに、供給不足が生じ
ないよう不足が見込まれる医薬品の製造方
法やリソース（原薬）の追加や切り替えの迅
速な審査に取り組んでいます。 

　その他にも、セルフケア・セルフメディ
ケーション推進の観点から、OTC化が要望さ
れた医薬品成分について評価を行い、OTC化
する場合の対応策を検討しています。 

　このような医薬品を巡る様々な課題に向
き合いながら、日々の業務に邁進しています。

安全な医薬品を迅速に届けるために

多様な医療機器に対応した審査最適化へ
の取り組みについて

　医療機器には、絆創膏のような身近な製
品から、MRI等の高度な診断機器、カテーテ
ルや補助人工心臓といった治療用機器ま
で、実に多様な種類があります。また、アプ
リケーション等のソフトウェアであって
も、医療目的で使用されるものは「医療機器
プログラム（SaMD：Sof twa re  as  a  
Medical Device）」として医療機器に該当
し、新たな診断・治療の手段として期待され
ています。厚生労働省では、このような多種
多様な医療機器について、より有効で安全
に国内外の医療関係者や患者の皆さまに迅
速に提供できるよう、令和6年度からの5年
間を計画期間とする「医療機器規制と審査
の最適化のための協働計画2024」を策定
し、医療機器の規制および審査の最適化に
向けた各種課題に取り組んでいます。今後

も、医療機器の特性に応じた審査・相談制度
や体制の整備をさらに進め、画期的な医療
機器の安全かつ迅速な実用化を目指した環
境整備に努めてまいります。

再生医療等製品及び体外診断用医薬品
の審査・承認

　再生医療等製品には、細胞を加工した製
品や遺伝子治療用製品が含まれます。また、
医薬品・医療機器と異なり、ヒトの組織等を
用いることから不均質であり、臨床試験の
実施に長い時間を有する場合があります。
こうした特性を踏まえ、有効性が推定され
安全性が確認されれば、承認後の決められ
た期限内に有効性を示すデータによる再度
の申請を求めることで早期に承認を与える
制度（条件及び期限付承認制度）が設けられ
ています。
　体外診断用医薬品は、法律上医薬品に分

類されますが、承認審査や品質管理などに
ついては医療機器と同様の規制体系をとっ
ています。新型コロナ禍を経てより広く知
られるようになったPCR検査や抗原検査に
用いるキットは体外診断用医薬品に該当し
ています。また、近年では個別化医療の進展
によりコンパニオン診断薬や遺伝子検査が
普及し、病気のリスク評価や治療方針の決
定、予防医療への活用が急速に広がってい
ます。

　新しい技術や社会的需要の変化に伴い、
制度は常に見直しを求められます。国の方
針を決定するなど事案が大きくなるほど関
係者が多く困難も生じますが、その先によ
りよい医療の実現があることを願い日々励
んでいます。

新たな治療の選択肢を円滑かつ
迅速に医療現場へ届けるために

医薬局
医薬品審査管理課　係員

森内  悠光
M O R I U C H I  H a r u m i t s u

医薬局
医薬品審査管理課　審査調整官

豊田  有彩
T O Y O D A  A r i s a

医薬局
医療機器審査管理課　係員

阿部  友晏
A B E　 Y u a n

医療機器・体外診断用医薬品、再生医療等製品の有効性や安全
性確保のための審査、承認制度、製造・販売等のために必要な
業許可等の制度に関する業務を行っています。審
査制度の改善、規制の国際調和等を通じ安全かつ
有効な医療機器等をいち早く提供することを目指
しています。

医薬局 医療機器審査管理課
医療機器 体外診断用医薬品 再生医療等製品

医薬品、医薬部外品、化粧品を国内で流通させる際の審
査業務を担当しています。加えて、審査や医薬品製造業
の許可、治験の実施に関する制度などの幅広
い業務を行っています。革新的な医薬品や、
難病等の治療に必要な医薬品など、患者さん
が必要とする医薬品を迅速かつ安全に提供
することが私たちの使命です。

医薬局
医薬品審査管理課
承認審査 ドラッグ・ロス 供給不安

内容に関する
参考ホームページ

内容に関する
参考ホームページ
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市販後における安全性確保の取組

　医薬品、医療機器等は、有効性・安全性を
確認した上で、厚生労働大臣等の承認を経
て市販されます。しかし、市販後には治験と
異なり、幅広い年齢層、基礎疾患、併用薬等
の背景が様々な患者さんに使用され、使用
者数も増加することから、市販前には判明
していなかった副作用等が明らかになるこ
とも珍しくありません。そのため、医薬品等
を安全に使用するためには、市販後も継続
的に安全性情報を収集し、必要な対策を迅
速に講じることが重要です。
　薬機法では、医薬品等を製造販売する企
業に対して、副作用等の情報のほか、医薬品
等の安全性に関わる研究や、外国政府が
とった安全確保措置等の情報を収集し、厚
生労働省へ報告することを義務づけていま
す。さらに、医師、薬剤師に対しても、副作用
等の情報を報告することを求めています。
　医薬安全対策課では、医薬品医療機器総

合機構（PMDA）と連携し、専門家の意見を
聴きながら、収集された情報を科学的に評
価・分析し、未知の副作用が確認された場合
には、添付文書の使用上の注意の改訂指示
や新たな注意喚起を行う等、リスク低減の
ために必要な対策を講じています。また、緊
急に対応が必要な場合には、「緊急安全性情
報（イエローレター）」や「安全性速報（ブ
ルーレター）」の発出を企業へ指示すること
もあります。　
　また、医薬品等のリスクをゼロにするこ
とはできないため、安全性情報を広く周知
することも重要であると考えています。医
薬関係者に対しては、「医薬品・医療機器等
安全性情報」の発行や、PMDAと協力した
「PMDAメディナビ」の配信を通じて情報提
供を行っています。患者さんに対しても、各
医薬品について平易な言葉で解説した「患
者向医薬品ガイド」を作成する等、医薬関係
者に限らず、患者さんにも医薬品等の安全

対策について知っていただくよう日々努め
ています。さらに、近年、市販薬の乱用（オー
バードーズ）が社会的な問題となっている
ことから、その防止に向けた取組として、関
係部署等と連携の上、周知啓発活動等を進
めています。

医薬品等をより安全に使用していただくために

医薬品等の品質確保や適切な流通に向け
た監視指導

　医薬品や医療機器等が安全に効果を発揮
するには、品質確保や適正使用が欠かせな
いことから、その製造、販売、表示、広告等に
ついて必要な規制（ルール）が設けられてい
ます。当課では、そのルールが遵守され、国
民が医薬品等の恩恵を受けられるよう、自
治体、ＰＭＤＡ、国立医薬品食品衛生研究所
等の関係機関とも連携して、製品や事業者
に対する監視指導・取締り業務を行ってい
ます。例えば、未承認の医薬品等の販売や広
告を禁止するとともに、不良な医薬品等を
流通させた事業者に対しては製品の回収等
の指導を行っています。  
　また、一度設けられたルールも環境の変
化に応じて、より良いものに見直すことも
重要です。例えば、近年発生した医薬品製造
の不正事案を踏まえ、令和７年に法律を改
正し、医薬品製造上のルールへの遵守に対
する監視強化などを行っています。

　このように医薬品等による保健衛生上の
危害の発生・拡大を防止し、国民の健康を守
るため、日々の業務を行っています。

薬物乱用防止、医療用麻薬の適正使用の
推進 

　法律で規制されている麻薬・向精神薬・大
麻・覚醒剤・指定薬物等の薬物乱用を防止す
るため、取締りと予防啓発に係る企画立案
を実施しています。モルヒネ等の麻薬は、適
正に使用されれば、がん等の疾病による疼
痛を緩和できるなど有用である一方、乱用
されると乱用者本人の心身に健康被害をも
たらし、その家族や社会に対しても甚大な
影響を及ぼします。このため、麻薬及び向精
神薬取締法等に基づき、麻薬等の使用を医
療や研究等の用途に限定するとともに、不
必要な製造・輸出入・販売・使用等がなされ
ないよう、地方厚生局麻薬取締部や自治体
と連携して、監視指導や捜査を行っていま
す。また、薬物乱用を未然に防ぐため、特に

若年層に対して、薬物に関する正しい知識の
啓発にも積極的に注力しています。 大麻取
締法等の改正により、大麻を麻薬及び向精神
薬取締法の麻薬に位置づけ、大麻草から製造
された医薬品の施用等が可能となりました。
医療現場において麻薬が適切に使用される
よう、医療用麻薬の適正使用ガイダンスを作
成するなどの取組みも行っています。

医薬品の品質不良や違法薬物等による
危害を防止し、 国民の健康を守る

医薬局
医薬安全対策課・
次世代医薬品等安全対策専門官

東  雄一郎
A Z U M A　 Y u u i c h i r o u

医薬局
医薬安全対策課・係員

杉澤  えみ
S U G I S A W A　 E m i

医薬局
監視指導・麻薬対策課　係員

清水  珠生
S H I M I Z U  M i y o

医薬品 医療機器 再生医療等
製品

医薬部外品
・化粧品 ワクチン

医薬品や医療機器に対する品質確保のための、ルールが守られ
た製品が流通するよう、不良医薬品・医療機器等の取締りや製
造販売業者等への監視指導に加え、法律で規制さ
れている麻薬・向精神薬・大麻・危険ドラッグ等の
薬物乱用を防止するための指導監視・捜査、青少年
等への予防啓発等を行っています。

医薬局 
監視指導・麻薬対策課
品質確保 監視指導 偽造医薬品対策
薬物乱用対策 麻薬流通管理

副作用等の安全性情報の収集、添付文書の使用上の注意
の改訂指示など、市販後の安全性確保に必要な対策を
行っています。また、医薬品副作用被害救
済制度・生物由来製品感染等被害救済制度
において、制度を運営する PMDA からの申
出に基づき、薬事審議会の意見を聴くなど
の一端を担っています。

医薬局 医薬安全対策課
市販後安全対策 副作用等報告制度 イエローレター

内容に関する
参考ホームページ

内容に関する
参考ホームページ
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医薬品の安定供給

　ここ数年来、特に後発医薬品の供給不安
が社会問題となっています。そのため、当
課では、医薬品の安定供給に向けて、後発
医薬品産業の構造改革に向けた環境整備
を行うとともに、医薬品の増産に取り組む
企業への財政的補助や、製薬企業における
医薬品の安定供給体制整備に係る制度化、
医療上重要な抗菌薬原薬の国産化の推進
など、安定供給に必要な取組を総合的に進
めています。

バイオシミラーの使用促進

　後発医薬品の中でもバイオシミラーは、 
先行バイオ医薬品とともに、医薬品分野の
中でも成長領域として期待されている分野
です。そのため、従来の後発医薬品とは異な
り、医療費適正化の観点に加え、我が国にお
けるバイオ産業育成の観点からも、使用を
促進する必要があります。そこで、当課にお

いては、バイオシミラーの普及啓発活動や
製造施設の建設に係る財政的支援、バイオ
シミラーも含めたバイオ医薬品の製造に携
わる人材の育成等、バイオシミラーの使用
促進に効果的な施策を講じています。

我が国を『創薬の地』とする

　日本には、アカデミアやスタートアップ
が有する有望な創薬の「種」が数多く存在し
ます。当課では創薬の「種」が育つための環
境を整備して、日本を欧米にも引けをとら
ない創薬の地とするための政策を作ってい
ます。また、令和６年には、厚生労働省内に
「ヘルスケアスタートアップ等の振興・支援
策検討プロジェクトチーム」を立ち上げ、省
内のみならず省庁間の垣根を越えて、現場
の意見も踏まえつつ、スタートアップ振興・
支援のための多くの提言を策定しました。
毎年10月には「ジャパン・ヘルスケアベン
チャー・サミット（ＪＨＶＳ）」を開催するな

ど、日本の医薬産業を盛り上げるための取
組を進めています。

セルフケア・セルフメディケーションの 
推進

　国民一人ひとりが可能な限り健康で有意
義な生活を送りながら活躍できる「健康活
躍社会」を実現していくためには、限られた
医療資源を有効に活用しながら、国民の健
康づくりを促進することが重要です。そこ
で、セルフケア・セルフメディケーションの
推進のため、セルフメディケーション税制
の運用や効果検証のほか、セルフケア・セル
フメディケーションの周知・啓発等を進め
ています。

革新的新薬から後発医薬品・OTC医薬品まで、 
全部全力で支援します

「医療保険制度の維持」と「イノベーショ
ンの推進」の両立

　医療課における薬系技官の業務は大きく
分けて、①薬価算定・薬価改定、②診療報酬・
調剤報酬改定であり、薬学的な専門性を生
かし、医療保険制度の企画立案・制度運用を
担っています。
　薬価算定においては、新たに薬事承認さ
れる医薬品について、薬事審査における評
価、臨床上の位置付けやその使用目的等を
踏まえ、薬価制度に基づく薬価の算定や保
険請求上の留意事項の規定等、医薬品の保
険適用（薬価基準への収載）に関するあらゆ
る整理を担っています。特に、革新的な医薬
品の開発力を強化していく観点から、医薬
品の臨床上の有用性等を評価する枠組みと
しての有用性加算の適用可否等について検
討・議論を行っています。
　また、薬価改定においては、薬価基準への
収載後も、薬価制度に基づき実際の市場で
の取引価格に応じた薬価の見直しを行うと
ともに、薬価制度そのものの見直しについ
ても検討・議論を行っています。この薬価制
度の見直しにおいては、国民負担軽減と革
新的な医薬品の開発力を強化する観点から

「医療保険制度の維持」と「イノベーション
の推進」の両立を図ることに加え、適切な医
療の提供を確保する観点から「医薬品の安
定供給の確保」に資することが重要な要素
であることから、様々な関係者とも意見交
換を重ねながら、丁寧に検討・議論を進めて
います。

医療の質の向上のため”の診療報酬改定

　また、薬局薬剤師・病院薬剤師に係る診療
報酬の制度設計にも従事しており、医療機
関や薬局における薬剤師の調剤行為等の医
療サービスに対する診療報酬について、２
年に１回見直しをしています。
　薬剤師が担うべき業務にどのようなイン
センティブを付していくべきか、また、薬局
の各種開設形態に対して、どのような基本
的な報酬を設定すべきか、薬価制度と同じ
く、国民皆保険制度の維持と高度な医療提

供の実現とのバランスを考えながら、日々
より良い制度設計のために試行錯誤してい
ます。医療現場での運用においても、より道
理にかなった診療報酬となるよう、現場の
薬剤師等との意見交換や現場訪問も積極的
に行っています。
　このように、多角的な視点を以て、よりよ
い医療保険制度を作っていくことを目指し
て日々の業務に取組んでいます。

医療保険行政を通じて革新的な医薬品の開発や
医療サービスの向上を後押しする

医政局
医薬産業振興企画課　専門官

松下  俊介
M A T S U S H I T A  S h u n s u k e

医政局
医薬産業振興企画課　係員

今井  愛優美
I M A I  A y u m i

保険局
医療課　課長補佐

湯本  貴文
Y U M O T O  T a k a f u m i

保険局
医療課　係長

清水  佑美
S H I M I Z U  Y u u m i

「医薬品産業ビジョン」や「医療機器基本計画」等の策
定により、医薬品・医療機器産業のあるべき姿を見据え、
健全な発展に向け生産・流通・消費に対す
る改善や調整等を担っています。医薬品・
医療機器等を提供する企業や業界の意見を
政策に反映しつつ、産業の振興を図ること
が私たちの使命です。

医政局
医薬産業振興企画課

内容に関する
参考ホームページ

医薬品の安定供給 後発医薬品 バイオシミラー
創薬

日本では、全ての国民がいずれかの公的医療保険制度
に加入することにより、いつでも安心して適正な医療
を受けることができる皆保険制度がとられ
ています。その中で、医療保険制度の下、
医療機関や薬局が提供するサービスの対価
として受け取る報酬（診療報酬、調剤報酬）
や医薬品の価格（薬価）を定めています。

保険局 医療課
医療保険 薬価 調剤報酬

内容に関する
参考ホームページ
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　研究開発政策課では、良質で効率的な医療提供体制を実現する
という大目標に向けて、医薬品・医療機器や医療技術、再生医療等
などの研究開発支援やルール整備、先進的な治験・臨床試験の推
進のための環境整備等を行っています。
　特に薬系技官の仕事として、日本医療研究開発機構（AMED）を
通じた革新的な医薬品・医療機器等の研究開発の支援、臨床研究

中核病院で先進的な治験・臨床試験を行うための体制整備、再生
医療等の迅速かつ安全な提供及び普及の促進等を行っています。
最近では、AIを用いた創薬や治験・臨床試験の効率化、革新的モダ
リティを使ったヒト初回投与試験のための基盤整備や、海外ベン
チャーが日本で治験を実施する際のワンストップ窓口の設置と
いった事業を行っています。

良質で効率的な医療提供体制のため、
革新的な医薬品等の研究開発を推進する

　研究機関でも薬系技官の活躍の舞台があります。私は現在、主に
創薬に関して、研究所で行われる研究が社会に還元されるよう、行
政施策、企業、他の研究機関との橋渡しをしながら、その活動を支
援しています。
　希少疾病医薬品等の開発費用の支援や製造販売承認に向けた指
導・助言等の開発振興も行っています。また、革新的な医薬品の創
出や後発医薬品の安定供給を実現するための新たな基金の運用実

務を担うこととなり、円滑な運用に向けた思考を重ねています。
　さらに、生成AIを活用した治療満足度の高い治療薬の創製と医
療機関の負担を軽減する研究にも積極果敢に取り組んでおり、日
本の医療や創薬の飛躍の一翼を担えることに充実感があります。
　入省から約20年が経ちますが、大阪で現場に近い視点から業務
に携わり、まさに日々面白さと発見の連続です。

「治らない病気を治すことができる病気にする」
取組の実現を目指して

科学の知識を活かして生活環境中の
化学物質の安全対策を行う

患者さんに寄り添った施策の推進

医政局
研究開発政策課
再生医療等研究推進室　室長補佐

陣内　凱
J I N N A I  G a i

国立研究開発法人 
医薬基盤・健康・栄養研究所
戦略研究支援部長

藤井  哲朗
F U J I I  T e t s u r o

医薬局
医薬品審査管理課
化学物質安全対策室 係員

台蔵  陽香
D A I Z O  H a r u k a

医薬局
医薬品審査管理課
化学物質安全対策室長

林  亜紀子
H A Y A S H I  A k i k o

環境省
大臣官房環境保健部企画課
保健業務室長

田中  大平
T A N A K A  T a i h e i

　私は、20年以上の薬系技官としてのキャリアを活かし、保健業
務室長として、公害に係る健康被害の認定や補償給付、公害患者
さんの保健福祉に関する事業などを担当しています。技術系職員
として科学的根拠に基づく判断や企画立案が重要であることは
言わずもがなですが、それだけではなく、公害患者さんが置かれ
ている状況を正確に把握し、その思いをしっかり受け止め、患者

さんに寄り添った施策を丁寧に進めていくことが極めて重要で
す。これは、厚生労働省における業務の進め方などにも通じる共
通の視点だと思います。そうした多角的な視点を広く養いなが
ら、国民の皆さんが安心して暮らしていけるよう日々貢献してい
きたいと考えています。

　化学物質は生活に欠かせませんが、健康に害を及ぼす一面もあ
り、その安全対策が当室の主な業務の一つです。
　例えば、洗浄剤や衣類といった家庭用品中の化学物質について、
家庭用品規制法に基づき有害な化学物質を指定した上で、規制の
対象となる家庭用品とその基準を定め、基準に適合しない家庭用
品の販売を禁止しています。また、基準違反ではない家庭用品でも

使用状況等によっては健康被害を生ずることがあるため、毎年、
家庭用品中の化学物質による健康被害事例を収集・公表すること
で消費者への注意喚起も行っています。
　健康リスクは医薬品に限らず他の化学物質にもあります。幅広
い分野で科学の知識を活かし、国民の健康を守りたいと考えてい
る方は、ぜひ薬系技官を目指してください。

環境保健部は、化学物質による環境汚染によって生
じる人の健康や生態系に対する影響を未然に防止す
る観点から、総合的な施策を展開しています。
このうち、保健業務室では、大気汚染などの公害に
よって健康被害を受けた方々の迅速かつ公正な保護
を図っています。

環境省
環境の保全 公害健康被害の補償 環境保健調査

工業用途の化学物質に対する流通前の審査・流通後の
継続的な評価や規制措置、毒物・劇物への対策、家庭
用品中の化学物質による健康被害情報のモニタリング
などを通じて、日常生活や産業を支える化学物質が安
全に使用されるための取組を行っています。

医薬局 化学物質安全対策室
化学物質規制 化学物質管理 家庭用品中の化学物質
毒物・劇物

質の高い医療の実現には、医療現場の体制整備、有効性・安全
性に優れた医薬品や医療機器等の実用化が必要不可欠です。
医薬品等の開発支援や研究開発環境の基盤整備、臨床研究の
信頼性確保、再生医療・ゲノム医療等を推進することで、研究
開発の成果を迅速に医療現場に届けることに貢献しています。

医政局 研究開発政策課
研究開発 治験・臨床試験 AMED
再生医療

医薬基盤・健康・栄養研究所は、創薬、生命資源、栄養、食生活等
の研究を通して、健康維持から革新的な医薬品開発まで、社会への
幅広い貢献を目指しています。また、産学官で連携し、最先端の技
術と英知を結集して、国民全体の健やかな未来の創生と、疾患と戦
う患者さんやご家族の願いを叶えるための研究開発を行っています。

国立研究開発法人
医薬基盤・健康・栄養研究所

産学官連携
創薬研究バイオメディカルサイエンス

研究支援 医薬品開発振興

内容に関する
参考ホームページ

内容に関する
参考ホームページ

内容に関する
参考ホームページ

内容に関する
参考ホームページ
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食品の規格基準の策定　～食品衛生基準審査課～

　食品は国民の生活に身近なものです。食品の安全性確保は、国民
の健康を守り、日常生活に安心をもたらすために極めて重要です。
食品衛生基準審査課では、食品の安全性確保のために、食品中の汚
染物質（放射性物質、かび毒等）や残留農薬、食品添加物、食品の容器
包装などの規格基準の設定を行っています。
　適切な規格基準の設定を行うために、食品中のリスクによる問題
の発生を未然に防ぎ、リスクを最小限にする「リスクアナリシス（リ
スク分析）」の考えのもと、「リスク管理」の面から科学的な知見に基
づいた政策を実施しています。同じく「リスク管理」の役割を担う農
林水産省や厚生労働省と連携しながら、食品安全委員会の科学的か
つ中立公正な「リスク評価」を踏まえた上で、実行可能性や効果も勘
案してリスク低減措置を実行するのが消費者庁の役割です。
　食生活の変化や科学の進歩により、社会は日々変化していきま
す。規格基準の設定は、日本国内で流通している食品や摂取状況な
どの調査に基づいて行われますが、規格基準が設定された後も、制
度の効果を継続的に検証し、必要に応じて規格基準の改正を行うこ
とが重要です。こうした取組みにより、食品の摂取に伴う様々なリ
スクから受ける影響を最小限にし、国民が安心して食品を食べるこ
とができるように努めています。

食品表示のルールが食卓の安心を守る　～食品表示課～

　皆さんが普段から手に取っている食品のパッケージには原材料
名やアレルギー情報、消費期限、栄養成分の表示など様々な情報が
記載されています。パッケージに記載されている表示には消費者が
知っておくべき情報が詰まっており、アレルギー対策、食品ロスの

食品の安全性の確保に向けて
薬系技官としてできること

　私たちは日々、様々な食品を食べて暮らしています。食品安全委
員会は食品の安全性を確保するため、食品中の物質や食品の状態
といった人の健康に影響を与える可能性がある要因（ハザード）に
ついて、食品の摂取による影響の発生確率と程度（リスク）を評価
しています。リスク評価は化学物質や微生物等の要因ごとに行わ
れますが、私は主に動物用医薬品・飼料添加物・肥料が、畜産物や農
作物を通じて人の健康に影響を与える可能性に関するリスク評価
を担当しています。

科学的知見に基づき、国民の食の安全を守る

こんにちは！厚生労働省から
熊本県庁へ出向しています。

消費者庁
消費者安全課
国際食品室　 国際調和推進専門職

粟飯原  弘樹  
A I H A R A  H i r o k i

内閣府
食品安全委員会事務局
評価第二課　評価専門職

小林  彩乃
K O B A Y A S H I　A y a n o

熊本県
健康福祉部健康局薬務衛生課
薬務衛生課長

飯野  彬
I I N O  A k i r a

　熊本県の薬業の歴史は、江戸期の藩校や薬草園に起源がありま
すが、この「薬草文化」は決して過去のことではありません。なぜな
ら、「生姜（ショウキョウ）」や「柴胡（ミシマサイコ）」は国内有数の
生産地であり、地元の大学機関や製薬企業と連携し、地域振興と安
定供給を支える形で現代でも根付いているからです。つまり、熊本
県は「薬草文化」の歴史と現代の「生薬産業」が融合した非常にユ

ニークな地域なのです。霞が関では決して体験できない大自然の
中で、伝統文化や食文化に触れながら、地元の魅力を全国にア
ピールし、盛り上げていくことも地方行政の仕事の一つであると
私は考えています。
　皆さんも、薬系技官の幅広い可能性を信じて、この世界に飛び
込んでみませんか？

他県なので文章なし

食品安全委員会は、規制や指導等のリスク管理を行
う関係行政機関（消費者庁や農林水産省等）から独
立して、科学的知見に基づき客観的かつ中立公正に
食品の安全に関するリスク評価を行う機関です。ま
た、リスク評価の内容等に関して、意見交換会やホー
ムページ等を通じたリスクコミュニケーションも
行っています。

食品安全委員会
食品安全 リスク評価 リスクコミュニケーション

医薬品等の製造業や販売業などの許認可、地域連携
薬局等の認定、後発医薬品の安心使用の促進、薬物
乱用防止教室の実施のほか、理・美容所、旅館、公
衆浴場などの衛生水準の維持向上、温泉
資源の保護と適正利用の促進、移植医療
推進に向けた普及啓発や連携体制の整
備など、県民の健やかな生活に根差した
各種政策を実施しています。

熊本県庁
薬局・薬剤師 ＧМＰ 薬物乱用防止
生活衛生・営業指導 献血・移植医療

食品の安全性確保は、国民の健康を守り、日常生活に安心をもた
らすために極めて重要です。消費者庁では、リスク管理の観点か
ら科学的知見に基づき、食品や添加物、
残留農薬等の規格基準の策定等に取組
むほか、栄養成分やアレルギー表示と
いった食品表示の観点からも食品安全
の確保に努めています。

消費者庁
食品安全 食品表示 食品衛生
規格基準 国際基準

削減などに役立てることができます。このように消費者が安全に食
品を摂取する上で、食品表示は重要な役割を担っています。その他
にも国が定めた安全性や効果に関する基準などに従って食品の機
能が表示できる保健機能食品もあります。
　一人ひとりの食品に対する安全、自身の健康意識が高まっている
今、消費者庁では、食品表示を通じて、安全で自分に合った適切な食
品選択ができるよう、制度設計に努めています。

食品安全の国際協力　～消費者安全課国際食品室～

　我が国では、国産の食品だけでなく海外から輸入した食品も多く
消費されています。そのため、我が国における食品の安全性確保の
ためには、厚生労働省において実施している検疫・輸入監視だけで
なく、発展途上国も含めた諸外国における食品安全に対する取組も
重要であり、食品安全に関する最新の科学的知見や取組み等の情報
を各国間で共有するなどの国際的な連携が必要不可欠です。消費者
庁では、ＷＴＯ協定や二国間・多国間の経済連携協定に基づき開催
される国際会議に出席する他、コーデックス委員会における食品の
国際基準に関する議論に参画し、我が国から科学的知見に基づいた
データの提供や意見の発信を行っています。

　専門家の先生方が体内動態や毒性試験の結果等を精査し、議論
を重ねながら、安全性に関する知見を「評価書」として取りまとめ
るといったリスク評価の一連の流れに携われるため、業務には大
学で培った理系の素養を存分に活かすことができます。
　評価結果は、農林水産省や消費者庁における指導や規制の根拠
となるため、「食の安全を守る」という実感を得ながら働いていま
す。また、他省庁出身の職員の方々と共に働くことで、自身の視野
の広がりや成長につながっています。

©2010 熊本県くまモン
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審査・安全・救済のセイフティ・トライア
ングルで健康と安全を守る

　PMDAは日本の薬事行政の実務を幅広
く行っている独立行政法人です。厚生労働
省からの委託を受けて、①医薬品、医療機
器、体外診断用医薬品、再生医療等製品、化
粧品及び医薬部外品の品質、有効性、安全性
に関する科学的な評価や製造体制に関する
調査（承認審査等）、②承認等された製品に
関する副作用・不具合をはじめとした安全
性に関する情報の収集・分析とそれを踏ま
えた適正使用対策などの安全性情報の医療
現場・患者への速やかな提供（安全対策）を
行うほか、③承認された製品の使用によっ
て健康被害を受けた方について、迅速な救
済（健康被害救済）を行っています。また、こ
れらの製品の開発の早期から、企業やアカ
デミアなどの開発者の相談を受け、有効性・
安全性等の評価方法や承認申請に向けた助
言も行っています。

最新の科学技術水準に基づく承認審査

　PMDAの新薬審査第五部は「承認審査等」
を行う審査部門の一つで、承認申請された
抗がん剤について、品質、有効性、安全性に
関する評価を品目ごとに行っています。抗
がん剤は新薬の中でも特に多く開発されて
おり、承認申請や関連する相談の件数が多
くなっています。また、革新的な技術や治療
体系の変化に対応する必要があり、専門家
が多く在籍する審査部門であっても、日々
研鑽に励むことが不可欠です。国内外の学
術論文や診療ガイドラインを確認したり、
学会に参加したりして専門性を高め、さら
に制度改善にも取り組んでいます。
　PMDAでは出向者という立場ですが、審
査員の一人として承認審査や関連の相談を
担当させていただき、審査に対する理解度
を深められるほか、理系の知識や職務経験
を業務に活かすことができ、充実した時間
を過ごしています。また、厚生労働省と連携

して課題解決を目指す場面があり、厚生労
働省が期待されている役割について考える
機会にも恵まれています。厚生労働省では
大局を見て制度設計を行うことが主となり
ますが、出向先で実務や制度改善に取り組
むこともでき、いずれもやりがいのある仕
事です。薬系技官として、多角的な視点を持
ちながら仕事をしてみませんか？

医薬品、医療機器等の品質、有効性、
安全性を担保する専門家集団

医薬品医療機器総合機構（PMDA）
審査マネジメント部　部長

柳沼　宏
Y A G I N U M A  H i r o s h i

医薬品医療機器総合機構（PMDA）
新薬審査第５部　審査専門員

坂部　彩
S A K A B E  A y a

医薬局
総務課 国際薬事規制室
医薬品規制調和係長

田村  文弥
T A M U R A  F u m i y a

薬事規制の国際調和を通じて、
革新的な医薬品を届けるため世界と協働する

薬事規制における国際連携

　医薬品やワクチンは世界中で数多く使わ
れていますが、その審査や安全対策を進め
るためには国際連携が欠かせません。国際
薬事規制室では、厚生労働省の関係各課や 
PMDA、関係省庁と連携しながら、薬事規
制に関する国際業務の総合調整を行ってい
ます。具体的には、国際規制調和に向け、
ICH、APEC、WHO等の国際会議に参加し
国際的な連携の仕組み作りを進めるほか、
米国FDA、欧州EMAだけでなく、アジア各
国の薬事規制当局等との連携・交渉・連絡調
整、アジアにおける規制調和の推進などに
取り組んでいます。
　こういった活動を通じて、海外から医薬
品に関する最新の動向をキャッチし国内に
展開するとともに、先進国・途上国との国際

的な規制調和の枠組みにおいて日本からも
世界に対して日本の知見を積極的に発信す
ることで、世界中の患者さんが優れた医薬
品等に迅速にアクセスできる環境づくりに
貢献しています。

国際規制調和により革新的な医薬品が世
界で迅速に使えるように　

　新型コロナウイルスが世界的な広がりを
見せ、有効な治療薬・ワクチンが緊急的に必
要とされた例を経験しましたが、グローバ
ル化が進む世界において医薬品への迅速な
アクセスを実現するためには、各国が互い
に協働することがますます重要となってい
ます。必要とされる医薬品を速やかに実用
化できるよう、各国の薬事規制当局間では
医薬品等の有効性の評価方法や安全対策に

関する情報交換、共通認識づくりなど、様々
な協力を日々行っています。さらに、近年の
医薬品開発では、新しいモダリティの製品
だけでなく、AIの活用や製造技術・分析技術
の発展等のイノベーションが進んでおり、
例えばICHでは、薬事規制としても適切な
対応ができるよう、その利用・評価方法に関
する新たな世界共通ガイドラインが作成さ
れています。一方で、世界では近年、先進国
の審査結果を参照することで審査を簡略化
する取組みが進んでおり、アジア地域をは
じめ日本を参照する国・地域も年々増加し
ていることから、薬事当局同士の連携関係
を強化していくことも重要です。このよう
に、日本が1対1から多国間のレベルで世界
と協力し信頼を得られるよう、業務に取り
組んでいます。

医薬品医療機器総合機構（PMDA）は、「健康被害
救済」、「承認審査」及び「安全対策」の３つの業務
を柱とした、厚生労働省から独立した法人です。よ
り有効で、より安全な医薬品等を、よ
り早く医療現場に届けるために、医薬
品等の開発段階から承認され市販後ま
でを科学的な判断に基づいてサポート
しています。

P M D A
健康被害救済 承認審査 安全対策
科学的評価 レギュラトリーサイエンス

厚生労働省医薬局内やPMDAを始め省内関係部
局・関係省庁とも連携し、薬事規制の調和を目的と
したICHのような多国間会合や、欧米・アジア各国
の薬事規制当局との二国間対話など、薬事規制に関
する国際業務の総合調整を行い、海外の薬事規制当
局との連携強化を進めています。

医薬局 国際薬事規制室
国際調和 薬事規制 ICHガイドライン

内容に関する
参考ホームページ

内容に関する
参考ホームページ
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世界で活躍する薬系技官
能力を活かし、薬系技官として海外で活躍するステージもあります。
日本を飛び出して、グローバルな視点から日本を見つめなおす、
世界の未来を考えるなど他ではできない仕事も多くあります。

ー 現在海外での主な業務

　在インド日本国大使館経済班でヘルス
アタッシェ（平たく言えば、保健担当）と
して勤務しています。所掌は保健（医薬
品・医療機器ほかヘルスケア関連製品・産
業、疾病対策、食品衛生）で、政府間の保健
案件のフォローや、規制”される”側の立場
として、日本企業の支援が主となってい
ます。例えば、医薬品の承認申請を出した
けれど音沙汰がないような時に企業と審
査機関（CDSCO）の面会を支援したり、イ
ンド進出を考える日本企業に現状説明や
アドバイスをしたりといったサポートを
行っています。

ー 海外での生活や仕事の流れなど

　専門知識を生かした所掌業務の他、大
使館職員としての業務も行います。例え
ば、大臣が訪印する際には、印側大臣との
会談や視察先の調整、勉強会の準備、記者
会見、ホテル、移動手段や食事の手配な
ど、行程を成立させるためのあれこれ（ロ
ジ）は大使館職員の汗と涙によって整え

られます。全館一丸となって取り組むた
め、チームスポーツのような結束感が得ら
れます！

ー 海外勤務でのやりがい

　全く異なる環境下で、価値観が相対化さ
れ、視野が拡がり、タフになりました！　
厚生労働省では、すべての国民の健康を守
るための、適切で公平なルールについて考
えるような業務が中心でした。しかしこち
らでは、すべての人に手が届くわけではな
く、限られた資源や関係の中で、より多く
の人によりよい保健環境を拡げられるよ

う、知恵を絞り、あらゆる伝手を使って奔
走することが業務の中心です。また、これ
までの「仕事のコツ」はすべてひっくり返
され、一から再構築が必要でした。そうし
た中で、折れてもしぶとく這い回る強さ
が身についたように思います。

　インドでは政府要人は遅れて当然、の雰囲気があります。議員がアッサム州の工
場を視察する際、州首相も合流する予定でしたが、車が出たという連絡がありませ
んでした。やきもきしながら予定時刻まで待っても着かず、皆が”インドあるある”
の遅刻か……と諦めたかけたとき、現地に先行していた職員から「きました」「ヘリ
で」と連絡が入り、一同安堵とともに、インドらしい豪快さに「映画みたい」と爆笑
したのはいい思い出です。

海外勤務の苦労話や思い出に残っているできごとなど

ヘルスアタッシェは
ヤムナー川でUHCの夢を見るか？

　新型コロナウイルス感染症の流行下、刻々と変化する状況に向き合いながら
薬事行政に従事した経験を通して、科学的根拠に基づいた政策立案とその評価
を学問的に深めたいと考え、ハーバード大学公衆衛生大学院で学んでいます。
米国の医療政策の動向に加え、医療経済学や費用対効果分析を踏まえた政策設
計を中心に学ぶことで、日本の医療政策を見つめ直し、その強みと課題をより
明確に捉えられるようになりました。また、ハーバード大学の所在地であるボ
ストンは、米国の創薬研究の中核拠点としても知られており、その恵まれた環
境で医薬品開発・薬事規制にかかる最前線の研究に直接触れられたことも、大
変貴重な経験となりました。
　クラスで唯一の留学生として学ぶ中で、国際社会で求められるコミュニケー
ション力や自身の考えを発信する力も鍛えられました。医療政策の在り方に常
に問題意識を持ちつつ、熱意溢れる仲間たちと切磋琢磨しながら議論を重ねた
経験は、私にとってかけがえのない財産です。
留学で培った知識と経験を生かし、日本の薬事行政において、より効果的な政
策の立案と実現に貢献していきたいと考えています。

留学制度 留学で、グローバルな視点を養う 世界という広いフィールドで成長する 　

留 学体験談

多様な価値観が交わる環境で、政策立案を探究する

海外勤務

　国際的な見識を高め、移りゆく世界情勢に対応できる
能力を身に着けるため、人事院のプログラムで海外の大
学院（修士課程又は博士課程）に長期（２年間）・短期（半
年～１年間）留学できる制度があります。入省後の業務
の状況や語学力を踏まえた選考がありますが、留学先や
専攻分野は自ら選ぶことができます。薬系技官の場合、
直近では、公衆衛生学修士（MPH）などの学位を取得す
るべく、米国やスウェーデン等へ留学しています。
　医療費高騰や高齢化社会など、日本のみならず世界各
国で共通して抱えている課題も多くあります。世界中の
様々なバックグラウンドを持つ学生や研究者との交流を
通じて、新たな知見・能力を培い、日本の抱える諸問題
の解決に向けて取り組むことができるのも国家公務員の
魅力です。

INDIA
在インド日本国大使館　経済班
一等書記官

青柳  ゆみ子 A O Y A G I  Y u m i k o

ハーバード大学公衆衛生大学院
医療政策専攻

山本  響子
Y A M A M O T O  K y o k o
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薬系技官は普段どのように過ごしているのか、日常のとある１日を追ってみました。

キャリアパス

医薬局 総務課
薬局地域機能推進企画官

高齢化で医療ニーズが増す中、地域の薬局や薬剤師が在
宅医療やプライマリケアで役割を発揮できるよう制度
整備を進めています。併せて局内のDX推進やオフィス
改善にも携わり、さらに併任先では新法提出に向けた作
業も担当しています。

厚生　一郎  K O U S E I  I c h i r o

経済連携協定（EPA等）や世界貿易機関（WTO）について、
厚生労働省の窓口として業務に取り組むだけではなく、会
議対応もしています。時差のため早朝からオンラインで会
議を行うこともありますが、その際は早出勤務やテレワー
クを活用すれば無理なく対応できます。今回はそんな１日
を紹介します。

令和５年　入省
令和５年　医薬局監視指導・麻薬対策課　係員
令和７年　現職

安齋  真弥
A N Z A I  M a y a

薬系技官の１日の過ごし方 L IFE  STYLE CAREER PATH

薬系技官として採用されると、おおむね２年ごとに部署を異動します※。
異動を繰り返しながら、様々な業務を経験してキャリアを積んでいきます。異動の
頻度は多いですが、前任者からの業務の引き継ぎや、職場の上司や同僚のサポート
もありますので、安心して仕事を進めることができます。

※部署によっていろいろなケースがあります

薬系技官は、幅広い経験を詰みながら業務の中核を担う
専門性とマネジメントスキルの持ったキャリアを築く環境が用意されています。

上司の元で幅広い部署を経験し、薬系技官として必要な知
識を習得します。
若手から制度改正などの政策立案に積極的に関わること
ができます。他省庁や他の組織への出向、長期の留学の機
会もあります。

係員・係長

業務の中核を担い、課題解決に向けた政策立案に関わり
ます。
様々な部署で経験を積み、組織を総括する立場を期待されま
す。関係部署と連携することも多く、これまでの経験が活かさ
れます。厚生労働省以外の組織で仕事をすることもあります。

課長補佐・専門官

経験で培った広い視野と専門性をもとに、責任者として組織
をマネジメントし、政策の方向性を決定します。
薬事分野、食品安全分野、医療分野など、薬系技官が関わる
分野の第一線で新たな課題に対応します。

企画官・課室長

他機関への
出向や海外留学平成17年 入省

平成30年 WHO（行政官短期在外研究員制度）
平成30年 保険局医療課　課長補佐
令和２年 大臣官房厚生科学課　医薬品等行政評価・監視委員会室　室長補佐
令和３年 厚生労働省医薬・生活衛生局　化学物質安全対策室　室長補佐
令和４年 在ウィーン国際機関日本政府代表部　一等書記官
令和７年 現職

大井  恒宏
OI Tsunehiro

大臣官房国際課　主査

在外公館・
国際機関  
大使館、WHO、

JICA等

地方公共団体 
都道府県等

海外留学

他省庁 
内閣官房、経済産業省、
文部科学省、環境省等

環境にも健康にも優しい通勤スタイル。到着後はエレベー
ターではなく階段で執務室へ。朝一番にチームの進捗を確認
し、一日のタスクと動きを頭の中で整理します。

デスクで軽く昼食をとりながら、旅先の候補を検索するのが密かな楽しみ。海外での
経験や異文化との出会いは、仕事に向き合う視野を広げるきっかけになっています。

業務改善チームとして、オフィス環境の改善に向けた議論を
継続。省内コンペで入賞した提案の実装を進め、「小さな改善
と成功体験が組織を変える」を合言葉に取り組んでいます。

月１回の「強制定時退庁日」は、心と頭をリセットする大切な時間。サウナで整えたり、ア
ニソンバーで外国人と交流したり。仕事への発想は、意外とオフの時間に芽生えます。

課内の打合せでは、薬機法改正に伴う施行準備や、薬局を取り巻く課題への対応策を検
討。現場の声をどう制度に落とし込むか、限られたリソースで解決策を描いていきます。

業務改善や薬局を巡る物価・賃金対策について局幹部へ報
告。組織全体を俯瞰した助言を受け、自分では気づけない考
え方や切り口を得られる貴重な機会になっています。

9:30

12:00

13:00

15:00

18:00

今日はテレワークです。自宅でパソコンを立ち上げ、会議に参加します。
始まる前に、会議の議題や資料を最終チェックしています。

会議が終わったら、概要をメモしておきます。厚生労働省が関係しそうな話があれば、速
報として省内の関係部署へ連絡することもあります。
私の係には外務省等の省外組織と省内各局を繋ぐ役割があるので、できるだけ担当者の
作業時間を確保できるよう優先順位をつけて対応していきます。

テレワークをする時は、いつもよりランチに悩みます。
厚生労働省には食堂がある他、お弁当を執務室のある階まで売りに来てくれるので
出勤した日はご飯に困りません。

８:00

10:00

12:00

13:00

15:00

18:00

EPAにおける厚生労働省の観点の１つに、貿易の技術的障害
（TBT）というものがあります。今回は、経済連携協定の１つ
であるCPTPPの加盟国でTBTに関する知見や課題感を共有
する会議に参加します。会合の様子として、タイで人口動態
の変化と仕事の未来についての地域会合に参加した時に
撮った写真（別日）をご紹介します。

午後はEPAの交渉会合に参加します。締結済みのEPAに基づく会議だけではなく、こ
れから締結されるEPAの会合、つまり今現在交渉が行われている場にも参加できる
のは、この係の醍醐味です。

仕事終わりは自分の好きなことをして過ごします。
こちらは係の人とご飯を食べた時の写真です。
行法経（系）・獣医系・出向者・そして薬系。異なるバックグラウン
ドの人と同じ話題で笑い合える今を大切にしています。

自転車で風を切りながら、霞ヶ関へ

未来の薬局像を議論する

昼休みに次の楽しみを仕込む

よい政策は、よい職場から生まれる

視点を広げる時間

プライベートの時間が仕事の幅を広げる
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3

ワークライフバランスをサポートする
さまざまな制度

厚生労働省では、働き方改革の旗振り役として、職員の働き方改革やワークライフバランスの実現に向け
て様々な制度を設けています。ライフステージや働き方の希望によって、自分に合った制度を活用できます。

人生の大切な選択を尊重してくれる職場

　

　日々成長する子どもの「できた」瞬間に、一つひとつ立ち会いた
いという思いから、私は1年間の育児休業を取得しました。実際に
育休を取得してみると、子どもの小さな成長に触れる喜びだけで
なく、子育てを通して自分自身の価値観を見つめ直す貴重な機会
にもなっています。育休中に得た気づきや経験は、今後の働き方や
人生にきっと活かせると感じています。
　こうした経験ができたのは、育児に関する制度が整備され、実際

に活用しやすい環境があるからです。子どもが生まれる前に自分
の希望を伝えたところ、職場の皆さんも前向きに受け止めてくれ
ました。
　自分の価値観や大切な選択を尊重し、それを実際の行動につな
げられる環境があることも、薬系技官の大きな魅力の一つです。こ
うした環境は、仕事への意欲や満足感にもつながっています。

　育休終了後は、早出遅出勤務を利用して、定時を１時間以上早め
て出勤、帰宅する毎日です。周りの方の理解とサポートもあり、仕事
と育児を両立することができています。子どもが小さいうちは予防
接種や健康診断といったイベントが多いので、午前中はテレワーク
対応、午後は時間休を取得して予防接種に行くなど、業務予定との
兼ね合いもありますが子どもの予定に合わせて柔軟な働き方がで
きるので助かっています。

　ほかにも、仕事が残ってしまったときにはテレワーク対応でカ
バーしています。チャット利用が盛んになったため、上司や係のメ
ンバーとのコミュニケーションを以前より気軽に取ることができ、
よりテレワーク対応しやすい環境が整っています。
　保育園のお迎えの時間があるので、どうしても退勤時間を気にし
て仕事をすることになりますが、毎日がとても充実していると感じ
ています。

利用した制度

育児・介護支援

休暇・働き方改革

有給休暇や夏期休暇などがある
また、「マンスリー休暇制度」として、月１日
以上の有給休暇の取得が推奨されている

通常より早く出勤する代わりに
早く退勤できる

一定の範囲内で登庁時間・退庁時間を
変更することができる

自宅など、省外から平常通り業務を
行うことができる

休暇制度 ゆう活制度

フレックスタイム テレワーク

子が３歳までなら一定期間休業でき、
未就学までなら勤務時間を短くできる

通常の有給とは別に、子育てのため
に有給を取得できる

要介護者の介護のために休暇を
取得することができる

子の看護の休暇・
育児参加のための休暇

介護休暇・短期介護休暇

育児休業・育児短時間勤務

W
O
R
K
 L
IF
E
 B
A
L
A
N
C
E

医薬局　医薬品審査管理課　課長補佐

配偶者出産休暇　育児参加のための休暇　育児休業（約１年間）

出産前・出産後の休暇を
取得できる

妻の出産時・入退院時の付き添いの
ために休暇を取得できる

産前産後休暇 男性職員の配偶者出産休暇

K.T

仕事と子育ての両立ができる環境です。

利用した制度

健康・生活衛生局　生活衛生課　主査 A.H

育児休業　早出遅出勤務　子の看護休暇　テレワーク　
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令和8年度
（令和9年度採用予定者） 
 採用スケジュール予定

採用予定区分

過去の採用人数

採用について

令和7年
7（3）

年度

人数

令和6年
8（5）

令和5年
9（3）

令和2年
  9（4）

令和3年
  8（4）

令和4年
7（2）

（  ）は採用者のうち女性の数

試験情報の詳細等については、
「国家公務員試験採用情報NAVI」（https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html）をご覧ください。

出身学部の内訳

採用実績

「霞が関OPENゼミ」をはじめとする各種業務説明会では、薬系職員の業務内容の紹介
や採用までのスケジュール等、厚生労働省への就職を検討する上で有意義な情報が得
られますので、是非ご参加ください。説明会の日程は、厚生労働省薬系技官の採用ホー
ムページをご覧ください。
またOB/OGへの訪問を含め、職場訪問を希望される方は、お一人でも訪問を受けます
ので、お気軽に採用担当までお問い合わせください。

厚生労働省では、毎年夏から秋にかけてインターンシップを実施しており、１週間～２週間程度、ご希望の部局において実際
の業務を体験していただいています。毎年春から夏にかけて厚生労働省ホームページ等で募集をかけ、各大学を通じて応募
いただいていますので、詳細については募集の際にご確認ください。

インターンシップ

定期的に配属部署に関する希望等を伝えることができますが、総合職としては特定の分野に限定
されることなく、様々な部署で経験を積むのが重要と考えています。また、転勤を伴う異動として、
地方行政組織への出向や、外国の大使館、国際機関での勤務等がありますが、これらについても希
望の有無を伝えることができます。

よくある質問 採用情報 /インターンシップについて

令和8年
7（4）

令和７年度採用予定者については、国家公務員採用総合職試験（院卒者試験・大卒程度試験）の
「化学・生物・薬学」区分の最終合格者から採用予定です。

薬系技官の業務内容をもっと知りたいのですが？

採用までのプロセスについて教えてください。

まず国家公務員総合職試験の「化学・生物・薬学」を受験し、合格する必要があります。その後、官
庁訪問を行い、最終的に採用となります。官庁訪問は厚生労働省の採用担当者が志望する受験者
の皆さんを把握するためだけではなく、受験者に業務内容を知って頂く機会となります。具体的
には実際に業務を行っている職員との面接や、グループディスカッション等が行われますが、年
によって内容は変更されます。

薬学部以外の学部の卒業生でも採用されますか？

薬系技官の採用にあたっては、学生の熱意や人物像等を総合的に評価しています。卒業学部等は
問いません。また、過去の採用実績として、薬学部以外を卒業した方も多数採用されています。

配属部署に関する希望を出すことはできますか？
地方や海外勤務はありますか？

人事院のプログラムにより海外留学をすることが可能です。留学先は自ら選ぶことができ、薬系技
官として必要な知識・経験を習得することが可能です。入省後の業務の状況や語学力（TOEFL等）
を踏まえた選考があります。

留学をすることはできますか？

子育てをしながら勤務している職員は多くいます。育児休暇や育児短時間勤務制度等があり、育
児をしながらキャリアを積むことが可能です。

子育てと仕事を両立することはできますか？

出身地、出身大学ともに全国に広
がっています。学部卒、大学院卒
など、幅広く採用しています。

入省7年目までの
職員の出身学部

その他の出身学部の例
・理学部
・工学部
・農学部（含、獣医学科）
・医学部
・理工学部

その他の
学部

10名（18%）

その他の
学部

10名（18%）

薬学部
６年制
39名
（71%）

薬学部
６年制
39名
（71%）

薬学部
4年制
6名

（11%）

薬学部
4年制
6名

（11%）

３月

２月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

2月2日（月）～2月24日（火）

3月15日（日）

3月30日（月）

4月12日（日）

6月１日（月）～6月5日（金）

10月１日以降

国家公務員採用総合職試験申込受付期間

第１次試験

第１次試験合格者発表
第２次試験（筆記）

内定

総合職試験最終合格者発表5月29日（金）

4月20日（月）～5月15日（金）

5月7日（木）～5月15日（金）

第２次試験（人物）[大卒程度試験の場合]

既合格者向け官庁訪問（採用面接）
６月10日（水） 官庁訪問　開始

第２次試験（政策課題討議・人物）［院卒者試験の場合］

4月13日（月）～4月16日（木） 既合格者向け官庁訪問（リクルーター面談）
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